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唐
靭
の
封
藩
鎮
政
策
に
つ
い
て

!
l河
南
「
順
地
」
化
の
プ
ロ
セ
ス
|

|

辻

正

博

は

じ

め

に

一
河
南
諸
落
鎮
の
成
立

付
各
藩
銀
の
成
立
過
程

伺
藩
銀
軍
隊
の
淵
源

二
河
南
「
順
地
」
化
の
プ
ロ
セ
ス

H

河
南
節
度
使
の
解
鐙

同
建
中
期
の
節
度
使
反
鋭

日
准
西
・
猶
青
の
「
順
地
」
化
|
|
「
中
興
」
の
完
成
|
|

伺
運
河
嬢
黙
の
回
復

|
l宣
武
軍
「
騎
兵
」
の
解
僅
|
|

お

わ

り

に
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~1 

め

じ

か
つ
て
内
藤
湖
南
は
、
唐
朝
の
崩
壊
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

唐
の
崩
壊
は
即
ち
貴
族
政
治
の
崩
壊
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
軍
陵
の
制
度
か
ら
来
た
。
し
か
し
そ
れ
は
太
宗
の
立
て
た
府
兵
制
度
か
ら
で
は



な
し
に
、
他
の
原
因
か
ら
来
た
。
府
兵
制
が
敗
れ
、
節
度
使
即
ち
藩
鎮
が
そ
の
地
方
に
勢
力
を
有
し
、
租
税
を
満
足
に
政
府
に
納
め
ず
、

武
人
の
駿
屋
を
来
し
た
の
が
そ
の
素
因
で
あ
る
。
(
中
略
〉
つ
ま
り
節
度
使
制
度
の
た
め
に
、
唐
の
貴
族
政
治
は
内
部
か
ら
崩
れ
て
行
っ

て
、
貫
樺
が
兵
士
郎
ち
庶
民
出
身
の
も
の
に
移
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
制
度
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
事
貧
貴
族
政
治
が
崩
壊
し
て
行
っ
た
一

(

1

)

 

つ
の
現
象
で
あ
る
。

湖
南
の
読
の
接
心
は
、
従
来
貴
族
が
掌
握
し
て
い
た
擢
力
が
藩
鎮
の
出
現
に
よ
っ
て
兵
士
郎
ち
庶
民
の
手
に
移
り
、
た
め
に
六
朝
以
来
績
い

た
貴
族
政
治
は
移
鷲
を
迎
え
た
、
と
い
う
黙
に
あ
る
。
確
か
に
、
安
史
の
飽
を
契
機
と
す
る
内
地
節
度
使
の
出
現
は
、
唐
朝
滅
亡
の
大
き
な
要

か
か
る
朕
況
が
現
わ
れ
て
か
ら
唐
の
滅
亡
ま
で
に
約
一
五

O
年
の
年
月
を
要
し
た
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
長
す
ぎ
は

因
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

し
ま
い
か
。

唐
朝
は
安
史
の
観
を
牧
東
に
み
ち
び
く
過
程
で
、
河
南
道
に
い
く
つ
か
の
節
度
使
を
設
置
し
た
。
反
凱
軍
と
の
戦
闘
が
進
む
中
、
こ
れ
ら
の
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節
度
使
の
名
稽
や
領
州
の
数
は
屡
々
饗
更
さ
れ
た
が
、
反
凱
卒
定
時
に
は
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
確
定
す
る
。
唐
朝
に
と
っ
て
、
開
中
と
江
准
地
方
と

を
結
ぶ
ラ
イ
ン
の
中
聞
に
位
置
す
る
河
南
の
地
は
、
是
非
と
も
確
保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
地
域
で
あ
っ
た
。
反
乱
牧
束
の
た
め
の
措
置
と

は
い
え
、
「
武
人
の
政
塵
」
す
る
危
険
性
を
も
っ
藩
鎮
を
か
か
る
地
域
に
設
置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
唐
朝
に
と
っ
て
ゆ
ゆ
し
き
事

態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
危
倶
は
程
な
く
現
賓
の
も
の
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
唐
朝
は
す
ぐ
に
は
滅
び
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
八
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
-
初
め
に
か
け
て
、
徐
々
に
こ
の
地
域
を
自
ら
の
手
中
に
奪
い
返
し
て
(
「
順
地
」
化
)
い
く
の
で
あ
る
。

従
来
の
藩
鎖
研
究
の
多
く
は
、
唐
朝
滅
亡
の
直
接
的
な
力
に
藩
鎮
勢
力
が
な
り
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩
鎮
の
タ
古
さ
。
H

古
代
的
性
格

を
強
調
す
る
に
終
始
し
て
い
た
。
本
稿
は
上
述
の
関
心
か
ら
、
唐
朝
の
劉
藩
銭
巻
き
返
し
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
河
南
に
成
立
し
た
諸
藩
鎖
を
中
心

に
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
河
南
を
考
察
の
針
象
と
す
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
が
唐
朝
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に
と
一っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
!
と
り
わ
け
沖
河
を
中
心
と
す
る
江
准
漕
蓮
路
の
確
保
と
い
う
黙
で
ー
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
今
一
つ

は
、
九
世
紀
初
め
の
所
謂
。
憲
宗
の
中
興
ク
が
河
南
諸
藩
鎖
に
射
す
る
唐
朝
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
回
復
に
よ
っ
て
完
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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な
お
、
唐
朝
中
央
権
力
の
封
藩
銀
政
策
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
津
正
昭
氏
が
、
主
要
藩
鎮
の
性
格
的
差
異
|
「
地
域
差
」
|
の
覗
角
か
ら
論

(

2

)

 

及
し
て
い
る
。
氏
は
針
統
一
権
力
と
い
う
翻
貼
か
ら
、

代
表
的
藩
鎮
類
型
と
し
て
、

凶
河
北
三
鎮
を
中
心
と
す
る
類
型
ハ
分
立
志
向
型
〉
、

唐
朝
権
力
を
否
定
す
る
類
型
(
権
力
志
向
型
。
朱
枇

・李
希
烈
が
こ
の
型
に
属
す
る
〉
、
的
唐
朝
を
支
え
て
い
る
類
型
(
統

一
権
力
支
持
型
。
江
南

・
四
川 (B) 

の
藩
鋲
が
こ
の
型
に
属
す
る
)
の
三
つ
を
示
し

ωに
閲
し
て
は
在
地
性
の
強
さ
を
、

同
に
閲
し
て
は
在
地
性
の
希
薄
さ
H
傭
兵
的
性
格
の
強
さ

(
流
通
経
済
な
い
し
は
堕
富
な
財
源
の
把
握
を
必
要
係
件
と
す
る
〉
を

問
に
閲
し
て
は
官
僚
支
配
の
徹
底
と
、
江
南

・
四
川
の
生
産
力
、
土
地
経
営

様
式
に
規
定
さ
れ
る
所
が
大
き
い
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
徳
宗
朝
及
び
憲
宗
朝
の
封
藩
鎮
政
策
の
基
本
的
志
向
を
次
の
よ

う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
宗
朝
の
そ
れ
は
、

ω型
藩
鎮
に
経
済
的
に
依
援
し
つ
つ
倒
型
藩
鎮
の
出
現
を
抑
匪
し
、
凶
型
藩
鎮
に
劃
し
て
は

統

一
権
力
を
否
定
し
得
な
い
と
い
う
弱
黙
を
利
用
し
て
徐
々
に
支
配
下
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
憲
宗
の

「中
興
」
達

成
の
過
程
に
お
い
て
表
出
し
た
各
勢
力
の
志
向
は
、
倒
型
落
銭
が
そ
の
志
向
を
明
確
に
な
し
得
な
い
情
況
に
な
っ
て
い
た
他
は
ほ
ぼ
徳
宗
朝
と
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同
様
で
あ
る
が
、
財
政
の
強
佑
と
藩
鋸
に
劃
す
る
軍
事
権
分
散
策
に
よ
り
「
中
興
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
、
と
。
藩
銭
を

一
律
的
・
平
面
的
に

理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
差
の
視
角
か
ら
、
複
雑
極
ま
り
な
い
唐
朝
と
藩
鎖
と
の
連
闘
を
把
え
直
し
た
氏
の
見
解
は
評
債
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

た
だ
、
憲
宗
「
中
興
」
の
歴
史
的
役
割
に
言
及
し
た
氏
の
所
読
に
お
い
て
、

「
中
興
」
の
完
成
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
河
南
の
諸
藩
鎖

が
ほ
と
ん
ど
前
面
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
の
は
、

や
は
り
片
手
落
ち
の
翻
を
ま
ぬ
が
れ
ま
い
。
本
稿
が
地
域
を
河
南
に
限
定
し
て
、
安
史
の
飽
以

降
、
憲
宗
の
「
中
興
」
に
至
る
唐
朝
の
針
藩
鎮
政
策
を
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、

立
し
た
諸
藩
銀
(
河
南
節
度
使
・
准
西
節
度
使

・
悩
青
節
度
使
)
の
成
立
遁
程
を
分
析
し
、

ま
ず
河
南
地
域
に
成

そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
藩

銀
と
唐
朝
と
の
か
か
わ
り
を
個
々
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
唐
朝
が
河
南
の
地
を
「
順
地
」
化
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の

候
件
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。



河
南
諸
藩
鎮
の
成
立

ハ
円

各
藩
鎮
の
成
立
過
程

河
南
地
域
は
、
河
北
で
ほ
と
ん
ど
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
南
下
し
て
き
た
安
蘇
山
の
反
凱
軍
が
唐
朝
軍
と
最
初
に
衝
突
し
た
と
こ
ろ
で
あ

(

3

)

 

っ
た
た
め
、
反
蹴
の
勃
震
直
後
に
節
度
使
(
河
南
節
度
使
〉
が
設
置
さ
れ
た
(
天
賓
十
四
載
(
七
五
五
〉
十
一
月
)
。

つ
い
で
、
安
史
の
凱
に
よ
る
混

(
4〉

凱
に
乗
じ
て
揚
州
で
反
旗
を
翻
し
た
永
王
珠
を
討
伐
す
べ
く
、
准
西
節
度
使
が
置
か
れ
た
(
至
徳
元
載
〈
七
五
六
〉
十
二
月
)
。
こ
の
節
度
使
は
永

王
の
反
凱
鎮
座
後
も
縫
績
し
て
置
か
れ
、
安
史
の
反
観
軍
と
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
山
東
牟
島
方
面
で
も
安
史
の
反
凱
軍
の
南
下
に
針
慮
す
ベ

く
、
青
密
・

北
海
・
売
郡
等
の
節
度
使
が
置
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
節
度
使
は
、
安
史
の
凱
が
牧
束
す
る
贋
徳
元
年
(
七
六
三
)
以
前

に
お
い
て
は
、
反
凱
軍
の
動
き
に
合
わ
せ
て
河
南
・
河
北
各
地
を
轄
戦
し
て
お
り
、
そ
の
名
に
冠
せ
ら
れ
た
地
域
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
。
『
新
唐
書
』
方
銀
表
に
見
え
る
諸
藩
鎮
の
置
底
や
領
州
の
饗
更
も
、
嘗
一
該
節
度
使
の
反
観
軍
と
の
戦
闘
拡
況
に
劉
醸
し
て
い
る
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
節
度
使
の
置
慶
・
領
州
の
増
減
が
唐
朝
の
地
方
統
治
と
い
う
黙
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
は
、
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安
史
の
観
が
終
結
し
た
康
徳
元
年
以
降
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

康
徳
元
年
の
時
貼
で
河
南
に
設
置
さ
れ
て
い
た
節
度
使
の
う
ち
主
な
も
の
は
、

河
南
節
度
使
(
領
州
作
・
宋

・
曹
・
徐
・
頴
・
菟
・
郡
・
淡
八

州
〉
、
潜
青
節
度
使
(
制
佃
・
育
・
斉

・
祈
・
密
・
海

・
登
・
莱
・
様
・
沼
十
州
)
、

(

5

)

 

唐
十一

州
)
の
三
節
度
使
で
あ
る
。
は
じ
め
に
こ
れ
ら
の
節
度
使
の
成
立
過
程
を
見
て
お
き
た
い
。

准
西
節
度
使
(
汝
・
許
・
橡
(
奈
)
・
申
・
光
・
安

・
斬
・
責
・
需
・
随
・

〔
河
南
節
度
使
〕
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(

6

)

 

賓
腰
元
年
(
七
六
二
)
十
月
、
唐
朝
は
、
鯨
順
し
て
き
た
史
朝
義
側
の
陳
留
節
度
使
張
猷
誠
を
、
休
州
刺
史
・
充
休
州
節
度
使
に
安
堵
し
た
。

献
誠
は
、
か
つ
て
幽
州
節
度
使
と
し
て
東
北
漫
境
で
活
躍
し
た
張
守
珪
の
子
で
、
反
飽
軍
側
の
部
将
と
し
て
河
南
に
南
下
、
丘
ハ
数
首
円
を
率
い
休
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(

7

)

 

州
を
守
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
唐
朝
蹄
順
後
一
年
足
ら
ず
で
入
朝
、
代
わ
っ
て
田
神
功
が
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
際
、
醤
張
献

誠
曙
下
の
数
高
の
兵
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
沖
州
に
留
ま
り
田
神
功
の
麿
下
に
入
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。

(

8

)

 

翼
川
出
身
で
も
と
鯨
の
里
脅
で
あ
っ
た
田
神
功
は
、
安
史
の
凱
が
勃
設
す
る
と
幽
蔚
の
地
で
反
乱
軍
と
の
戦
い
に
従
事
し
、
至
徳
二
載
(
七
五

七
)
正
月
に
卒
産
兵
馬
使
董
秦
(
李
忠
臣
)
に
瞳
っ
て
幽
州
薙
奴
豚
か
ら
海
路
で
河
北
に
下
り
、

と
も
あ
っ
た
が
す
ぐ
に
唐
朝
に
開
順
し
、
上
元
元
年
(
七
六
O
〉
に
は
卒
直
節
度
都
知
兵
馬
使
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

溜
青

・
売
郡
雨
節
度

使
を
歴
任
し
た
神
功
は
、
贋
徳
元
年
、
吐
蕃
の
長
安
侵
入
で
映
州
に
蒙
塵
し
て
い
た
代
宗
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
る
。
こ
の
時
、
代
宗
は
彼
を
中

開
戦
し
た
。
途
中

史
思
明
に
降
伏
し
た
こ

央
に
留
め
よ
う
と
す
る
が
、
一
岬
功
が
こ
れ
を
固
僻
し
た
た
め
、

翌
康
徳
二
年
、
河
南
節
度
使
を
奔
さ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
神
功
は
大

暦
九
年
(
七
七
四
〉
に
亮
ず
る
ま
で
節
帥
と
し
て
作
州
に
鎖
す
る
。

-100ー

〔
楢
青
簡
度
使
〕

(
9
)
 

卒
虚
軍
節
度
使
侯
希
逸
は

上

元

二

年

(

七

六

一

)

建

丑

月

(

十

二

月

)

、

幽

州

で

の

反

凱
軍
と
の
戦
い
で
孤
立
し
、
加
え
て
実
族
の
侵
攻
を

被
っ
た
た
め
、
麿
下
の
兵
二
高
齢
人
を
率
い
溺
海
湾
経
由
で
南
下
し
、
翌
月
に
は
青
州
に
到
達
し
た
。
そ
の
後
彼
は
河
南
で
の
反
観
軍
と
の
戦

い
に
参
加
し
、
賓
腰
元
年
五
月
に
唐
朝
よ
り
楢
青
・
卒
車
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

侯
希
逸
は
卒
宜
出
身
の
武
人
で
あ
る
。
安
旅
山
幕
下
で
卒
宜
軍
節
度
使
の
禅
賂
を
つ
と
め
て
い
た
彼
は
、
反
凱
勃
瑳
後
は

一
貫
し
て
唐
朝
側

の
部
賂
と
し
て
反
凱
軍
と
戦
っ
た
。
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
十
二
月
、
卒
宜
軍
節
度
使
王
玄
志
が
病
浸
す
る
と
、
彼
は
副
賂
の
李
懐
玉
(
正
己
)

ら
の
推
立
に
よ
り
簡
帥
と
な
り
、
前
述
の
南
下
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

〔
准
西
節
度
使
〕

至
徳
元
載
に
設
置
さ
れ
て
以
来
頻
繁
に
増
減
を
繰
り
返
し
た
准
西
節
度
使
の
領
州
が

一
躍
安
定
す
る
の
は
、
安
史
の
凱
末
期
の
賓
慮
元
年
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
年
の
二
月
に
申
州
で
史
朝
義
の
部
絡
に
敗
れ
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
前
任
者
の
王
仲
昇
に
代
わ
っ
て
、
李



(

印

)

忠
臣
〈
侠
西
・
紳
策
雨
軍
節
度
兵
馬
使
か
ら
縛
任
)
が
節
帥
と
な
っ
た
。

忠
臣
は
卒
直
出
身
(
幽
州
に
在
住
)
の
軍
人
で
、
醇
楚
玉
・
張
守
珪

・
安
緑
山
と
い
っ
た
歴
代
の
幽
州
節
度
使
に
仕
え
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

前
述
の
ご
と
く
、
彼
は
卒
直
軍
節
度
使
王
玄
志
の
命
を
う
け
て
至
徳
二
載
に
幽
州
か
ら
兵
三
千
を
率
い
て
青
州
に
至
り
、
河
北

・
河
南
を
轄
載

し
た
。
途
中
、
作
州
で
史
思
明
に
敗
れ
、

一
時
期
そ
の
部
下
と
な
る
が
、
ほ
ど
な
く
兵
五
百
を
率
い
て
唐
朝
に
蹄
順
し
、
快
西
・
紳
策
南
軍
節

度
兵
馬
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
大
暦
十
四
年
(
七
七
九
)
、
部
下
の
李
希
烈
に
逐
わ
れ
る
ま
で
節
帥
と
し
て
准
西
の
地
に
留
ま
る
こ
と
に

な
る
。

い
ず
れ
も
安
史
の
凱
に
よ
っ
て
幽
州
近
退
か
ら
河
南
へ
南
下
し
て
き
た
者
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
節
度
使
磨
下
の
軍
隊
の
性
質
を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
簡
で

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
河
南
諸
藩
鎮
の
節
帥
た
ち
は
、

は
、
各
節
度
使
磨
下
の
軍
隊
の
淵
源
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

仁)

藩
鎮
軍
隊
の
淵
源

-101ー

ま
ず
、
河
南
節
度
使
の
軍
隊
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
軍
の
中
該
と
な
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
、
前
述
し
た
奮
張
献
誠
磨
下
の
兵
士
で
あ

ろ
う
。
彼
の
率
い
た
数
蔦
の
丘
一
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
安
史
の
反
蹴
箪
は
多
く
の
場
合
胡
漢
の
混

(

日

)

成
部
隊
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
休
州
に
援
っ
た
こ
の
軍
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
幽
州
か
ら
共
に
南
下
し
た
後
も
回

(

ロ

)

神
功
に
随
従
し
て
い
た
者
と
し
て
は
、
那
君
牙
・
陽
恵
元
の
名
が
知
ら
れ
る
。
邪
君
牙
は
積
州
繁
霧
豚
の
出
身
で
、
幽
州
・
卒
直
雨
節
度
使
磨

(
玲
)

下
の
軍
に
在
籍
し
、
安
史
の
観
前
に
卒
慮
兵
馬
使
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
南
下
後
は
、

田
神
功
に
随
っ
て
揚
州
の
劉
展
の
飽
鎖
摩
に
赴
き
(
上

元
元
年
(
七
六
O
)〉
、
ま
た
神
功
が
亮
郡
節
度
使
と
な
る
と
(
賓
隠
元
年
(
七
六
二
〉
〉
、
そ
の
防
秋
兵
を
領
し
て
好
時
に
入
鎖
し
て
い
る
。

一
方、

(

比

)

(

お

〉

陽
恵
元
は
卒
州
の
出
身
で
、
卒
直
節
度
使
劉
正
巨
摩
下
の
軍
に
在
籍
し
た
。
南
下
後
は
那
君
牙
同
様
、
劉
展
の
凱
銀
座
に
随
っ
て
い
る
(
の
ち

遅
く
と
も
大
暦
年
開
ま
で
に
紳
策
京
西
兵
馬
使
と
し
て
奉
天
に
赴
い
て
い
る
)
。
ま
た
、
売
郡
節
度
使
嘗
時
の
田
神
功
の
部
下
は
皆

「偏
祷
な
り
し
時
の

331 
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(
凶
)

部
曲
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

田
紳
功
麿
下
の
河
南
節
度
使
の
軍
は
、
安
史
の
反
範
軍
の
投
降
兵
を
母
鐙
と
し
、

そ
れ
に
田
神
功
の
雇
従
の
将
士
が
乗
り
か
か
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。一
神
功
雇
従
の
兵
士
が
か
な
り
強
暴
で
あ
っ
た
こ

(

げ

)

と
は
、
劉
展
の
凱
鎮
座
後
の
彼
ら
の
行
動
か
ら
窺
わ
れ
る
。

次
に
准
西
節
度
使
の
軍
隊
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
准
西
節
度
使
謄
下
の
将
兵
の
う
ち
、
そ
の
出
身
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
う
る
の
は
、

李
希
烈
・
李
恵
登
・
李
重
侍
の
三
名
の
み
で
あ
る
。
李
希
烈
は
燕
州
遼
西
鯨
の
出
身
で
、
わ
か
く
よ
り
卒
庫
軍
に
従
軍
、
安
史
の
蹴
に
際
し
て

李
忠
臣
ら
と
共
に
河
南
に
南
下
し
た
。

の
ち
忠
臣
が
准
西
節
度
使
に
な
る
と
、
希
烈
は
そ
の
偏
禅
に
署
せ
ら
れ
、
大
暦
十
一
年
(
七
七
六
)
に
は

(

刊

日

)

左
府
都
虞
候
に
昇
進
、
同
十
四
年
に
李
忠
臣
を
逐
っ
て
節
度
使
の
地
位
を
奪
っ
て
い
る
。
ま
た
、
李
恵
登
は
卒
直
の
人
で
、
安
史
の
凱
以
前
は

卒
直
軍
の
稗
絡
で
あ
っ
た
。
組
中
に
李
忠
臣
ら
と
共
に
南
下
し
、
途
中
反
凱
軍
の
手
に
陥
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
脱
出
し
て
山
南
東
道
節
度
使

来
瑛
の
許
に
身
を
投
じ
、
軍
賂
と
し
て
仕
え
た
。
そ
し
て
李
希
烈
が
反
乱
を
起
こ
す
建
中
末
に
は
、
彼
の
部
下
と
し
て
随
州
の
守
備
に
あ
た
っ

(

川

口

)

て
い
る
。
李
重
借
に
閲
し
て
は
、
実
族
出
身
だ
と
い
う
こ
と
以
外
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
た
だ
、
李
忠
臣
が
李
彊
曜
の
乱
を
討
伐
し

(
初
)

た
際
、
重
情
は
祷
賂
と
し
て
そ
の
幕
下
に
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
も
他
将
同
様
、
安
史
の
凱
中
に
忠
臣
と
共
に
河
南
に
下
り
、
そ
の
後
も
彼

一 102

に
随
従
し
て
准
西
節
度
使
曙
下
の
軍
隊
に
在
籍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一方、

唐
朝
側
の
認
識
も
、
准
西
の
将
士
は
安
史
の

凱
の
際
に
「
卒
直
よ
り
来
た
り
て
困
難
に
赴
き
、
浜
海
不
測
の
険
を
渉
り
て
兇
賊
作
範
の
徒
を
滅
」
ぼ
し
、
そ
の
後
「
准
西
に
分
鎮
」
す
る
よ

(

幻

)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
准
西
節
度
使
塵
下
の
軍
隊
は
、
安
史
の
凱
の
頃
の
卒
直
軍
の
将
士
を
そ
の
中

う
に
な
っ
た
、

一
該
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

溜
青
節
度
使
の
軍
陵
も
、
准
西
と
同
様
に
、
安
史
の
範
時
期
の
卒
直
軍
の
将
士
が
そ
の
中
核
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
州
国
主
円
節
度
使

と
な
っ
た
侯
希
逸
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
卒
宜
軍
節
度
使
麿
下
の
兵
二
蔦
儀
を
率
い
て
幽
州
か
ら
青
州
に
移
動
し
た
。
彼
に
随
っ
て
南
下

希
逸
を
卒
庫
軍
節
度
使
に
擁
立
す
る
際
に
活
躍
し
、
南
下
後
は

兵し
馬た
使者
Uこ tこ
抜李
擢懐
さ玉
れ(
て正
い(己
る22>" 
0'-ノ刀ミ

し、

る

高
句
麗
人
で
管
州
副
将
だ
っ
た
彼
は
、



い
ず
れ
も
そ
の
淵
源
を
安
史
の
凱
嘗
時
の
卒
宜
軍
節
度
使
塵
下
の
軍
に
有
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
節
度
使
は
、
天
賓
元
年
(
七
四
二
〉
以
来
安
緑
山
を
節
帥
に
戴
い
て
い
た
。
珠
山
は
天
賓
三
載
(
七
四
四
〉
以
降
、

活
陽
〈
幽
州
)
節
度
使
も
乗
任
し
て
い
る
か
ら
、
河
南
諸
藩
鎮
の
軍
隊
の
淵
源
と
し
て
は
、
八
世
紀
中
頃
の
沼
陽
・
卒
車
問
節
度
使
麿
下
の
軍

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、

河
南
諸
藩
鎮
の
軍
隊
は
、

を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
天
賓
初
の
落
陽
・
卒
屋
南
節
度
使
磨
下
の
兵
数
は
十
三
高
齢
に
の
ぼ
り
、
兵
士
に
支
給
す
る
衣
糧
の
線
量
も
開
元
以
前
に
比
べ
約
六

〈

幻

)

(

鈍

)

倍
に
増
大
し
て
い
た
。
漫
境
防
衛
を
め
ぐ
る
情
勢
は
、
既
に
開
元
二
十
五
年
(
七
三
七
)
に
貫
施
さ
れ
た
長
征
(
兵
防
)
健
児
制
に
よ
っ
て
大
き

く
饗
わ
っ
て
い
た
。
長
征
健
見
は
、
「
常
例
の
賜
物
」
を
給
興
さ
れ
る
職
業
軍
人
で
あ
り
、
任
地
の
軍
鎮
に
お
い
て
田
地
・
屋
宅
を
輿
え
ら

れ
、
家
族
と
共
に
居
住
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
賦
役
菟
除
の
特
権
も
認
め
ら
れ
て
い
た
(
田
地
の
支
給
は
彼
ら
の
屯
田
兵
的
性
格
を
窺

わ
せ
る
が
、
そ
こ
か
ら
の
枚
入
の
み
で
は
不
十
分
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
〉
。
長
征
健
児
制
の
賓
施
に
よ
り
、
従
来
の
交
代
制
の
鎮
兵
は
正
式
に
底
止
さ

れ
、
港
境
の
軍
鎮
に
は
節
度
使
の
統
率
の
下
に
職
業
軍
人
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
東
北
漫
境
の
あ
り
さ
ま
を
、

詩
聖
杜
甫
は
次
の
よ
う
に
一
詠
ん
で
い
る
。

か
ち
ど
さ

凱
を
献
ず
る
こ
と
日
び
に
腫
を
縫
ぎ
、
南
蕃
は
静
ま
り
て
虞
れ
無
し
。

-103一

漁
陽
は
豪
侠
の
地
、
鼓
を
撃
ち
笠
竿
を
吹
く
。

雲
帆
は
遼
海
に
時
じ
、
鞭
栢
は
東
呉
よ
り
来
た
る
。

う

す

も

の

ね

り

ぎ

ぬ

越
の
羅
と
楚
の
練
と
、
輿
蓋
の
躯
に
照
り
耀
く
。

主
将
の
位
は
盆
ま
す
崇
ま
り
、
気
は
騎
り
て
上
都
を
凌
ぐ
。

(

お

〉

迭
人
は
敢
え
て
議
せ
ず
、
議
す
る
者
は
路
衝
に
死
す
。

333 

幽
州
を
中
心
と
す
る
東
北
進
境
地
帯
へ
の
物
資
の
こ
の
よ
う
な
活
滋
な
流
れ
は
、

の
存
在
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
地
域
に
お
け
る
大
き
な
消
費
人
口
(
非
農
業
人
口
〉

ま
た
嘗
時
(
天
資
末
)
の
幽
州
・
滋
州
等
に
肉
行
・
米
行
・
糧
米
行
な
ど
の
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(

m

m

)

 

「
行
」
(
ギ
ル
ド
〉
組
織
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
石
刻
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
が
、

家
族
を
主
要
な
顧
客
と
す
る
一
商
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
な
ど
は
漫
境
の
都
市
に
お
い
て
傭
兵
と
そ
の

次
に
、
こ
の
時
期
に
東
北
謹
境
の
軍
鋲
に
職
業
軍
人
と
し
て
駐
留
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
物
の
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一

一

位

な

ど

一

出

典

一
卒
州

一
代
々
慮
龍
軍
に
従
い
、
樽
賂
と
な
っ
た
家
の
出
身
。
租
・
父
は
豪
侠
を
以
て

一
沓
一
四

一

一

一

知
ら
れ
、
彼
自
身
も
開
元
末
に
卒
虚
軍
使
安
藤
山
の
前
鋒
兵
馬
使
と
な
り
、

一
新一一一

O

一

一

戦
功
に
よ
り
左
清
道
率
府
率
・
武
術
賂
軍
を
授
け
ら
れ
た
。

一

朱
懐
珪

一
幽
州
昌
卒
照

一
天
賓
初
、
沼
陽
節
度
使
義
寛
に
仕
え
て
街
前
賂
と
な
り
、
折
衝
賂
軍
を
授
け

一
奮
二

O
O下

一

一

ら
れ
た
。

一
新
二
二
五
中

董
秦

一
卒
虚

一
代
々
幽
州
荷
豚
に
住
む
。
わ
か
く
よ
り
従
軍
し
、
歴
代
の
沼
陽
節
度
使
(
醇

一
沓
一
四
五

(
李
忠
臣
)
一

一

楚
玉
・
張
守
珪
・
安
藤
山
〉
に
仕
え
る
。
戟
功
に
よ
り
折
衝
郎
防
柑
・
将
軍
同

一
新
二
二
四
下

一

一

正
を
授
け
ら
れ
、
卒
虚
軍
先
鋒
使
と
な
る
。

一

一
新
二
二
五
中

李

第

一
燕
州
遼
西
豚

-
わ

か

く

よ

り

卒

豊

に

従

う

。

ー

一

四

五

一
新
一
七

O

-勇

文

一
幽
州

一
わ

か

く

よ

り

卒

虚

軍

に

在

籍

す

る

。

ヲ

一

五

一

陳
利
貞

一
幽
州
泡
陽
豚

一
卒
慮
中
阜
終

一
新

一一一一六

邪
君
牙

一
滅
州
繁
華
町
豚

一
わ
か
く
よ
り
幽
繭
・
卒
慮
に
従
軍
し
、
戦
功
に
よ
り
果
毅
・
折
衝
郎
絡
を
授

一
奮
一
四
四

一

一

け
ら
れ
、
卒
虚
兵
馬
使
に
充
て
ら
る
。

一
新
一
五
六

張
孝
忠

一
笑
族

一
父
の
代
に
唐
朝
に
飼
順
。
天
賓
末
、
安
藤
山
の
奏
に
よ
り
偏
賂
と
な
る
。
戟

↑
奮
一
四
一

一

一
功
に
よ
り
瀦
源
府

(
泌
州
〉
折
衝
を
授
け
ら
る
。

一
新
一
四
八

姓田
承
嗣

身

地

経

名

出

歴

地
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向
可
孤
一
東
部
鮮
卑
字
文
部
の
別
種
一
代
々
松
漢
の
聞
に
居
住
。
天
賓
末
に
濁
順
し
沼
陽
節
度
使
安
稼
山
に
つ
か
え
一
奮
一
四
四

一

一

る。

一
新
一
一

O

張
中
冬
山

一
泡
陽
城
傍
の
実
族
一
沼
陽
節
度
使
の
終
・
張
鎖
高
の
俵
子
。
虚
龍
府
果
毅
を
授
け
ら
る
。

一
奮
一
四
一
一

〈
李
賓
臣
〉

一

一

一

新
一
一
一
一

劉
客
奴
一
懐
州
武
捗
豚

一
征
行
に
よ
り
幽
州
昌
卒
鯨
に
移
住
。
卒
虚
軍
に
従
う
。
関
元
中
(
節
度
使
醇

一
奮
一
四
五

(
劉
正
臣
)
一

一

楚
玉
の
と
き
)
戦
功
に
よ
り
卒
伍
の
身
で
左
駿
衡
将
軍
を
授
け
ら
れ
、
遊
突
一
新

一
五
一

一

一

使

と

な

る

。

一

張
蔦
一
随

一
貌
州
元
城
将

一
曾
祖
か
ら
父
ま
で
は
皆
明
経
科
か
ら
豚
令
・
州
佐
と
な
っ
た
。
高
一
一
隔
は
儒
皐
一
奮
一
五
二

一

一
を
皐
ん
で
も
出
世
し
な
い
と
考
え
て
騎
射
を
皐
び
、
十
七
、
八
歳
に
し
て
王

一
新
一
七

O

一

一

斜
斯
に
従
っ
て
東
北
逸
境
に
従
軍
し
、
終
と
な
っ
て
舗
還
。

一

嘗
閏
圏

一
合
州
(
六
胡
州
の
一
〉
河

一
わ
か
く
し
て
遊
侠
と
な
り
東
北
透
境
に
赴
き
、
軍
人
と
な
る
。
安
史
の
飢
で

一
『
京
畿
家
墓
遺
文
』
巻
中

一
曲

一
は
反
蹴
軍
の
賂
と
し
て
抜
擢
さ
れ
活
躍
。
反
飢
末
期
に
朝
廷
に
腸
順
し
、
奮

一

一

一

の
宮
口
問
を
安
堵
さ
れ
る
。
後
、
成
徳
軍
節
度
使
麿
下
の
部
賂
と
な
る
。

一

楊
孝
直

一
幽
州

一
曾
祖
・
租
は
共
に
慮
龍
軍
の
軍
人
で
あ
っ
た
。
父
は
成
徳
軍
節
度
征
馬
野
牧

一
『
裏
陽
家
墓
遺
文
』

一

一

使
粂
中
軍
都
兵
馬
使
に
ま
で
な
っ
た
。
孝
直
も
成
徳
藩
鎖
下
の
時
間
校
で
あ
っ

一

一

一

た
。

一

※
表
中
、
奮
は
奮
唐
室
日
本
俸
を
、
新
は
新
唐
童
百
本
俸
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

以
上
の
諸
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
開
元
年
聞
か
ら
天
賓
年
聞
に
か
け
て
、
幽
州
一
帯
に
傭
兵
と
し
て
移
り
住
ん
で
い
る
。
ま

た
、
南
北
南
方
向
か
ら
の
人
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
幽
州
附
近
で
合
流
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
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以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
河
南
諸
藩
銀
麿
下
の
軍
陵
は
、
そ
の
淵
源
を
八
世
紀
中
頃
の
東
北
進
境

開
元

・
天
貫
年
聞
に
南
北
南
方
向
か
ら
移
動
し
て
き
た
胡
漢
混
合
の
職
業
軍
人
に

の
節
度
使
(
沼
陽
・
卒
虚
)
の
軍
に
有
し
た
。

」
の
軍
は
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よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
過
境
防
衛
の
た
め
の
傭
兵
と
し
て
、

家
族
を
伴
っ
て
軍
鎮
に
駐
留
し
て
い
た
。
そ
し
て
東
北
進
境
に
お
け

る
大
規
模
な
職
業
軍
人
集
圏
の
出
現
は
、
江
南
か
ら
幽
州
一
帯
へ
の
活
溌
な
物
資
の
流
入
を
招
き
、
都
市
(
軍
鋲
)
で
の
一
商
業
活
動
を
も
促
進

し
た
の
で
あ
る
。

河
南
「
順
地
」
化
の
プ
ロ
セ
ス

前
一軍
で
み
た
よ
う
に
、
安
史
の
乱
を
契
機
と
し
て
河
南
に
置
か
れ
た
諸
藩
鎮
は
、
そ
の
淵
源
を
八
世
紀
中
頃
の
東
北
過
境
に
も
ち
、
そ
の
藩

帥

・
軍
陵
は
い
ず
れ
も
安
史
の
凱
時
期
に
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
木
章
で
は
、
代
宗
期
か
ら
憲
宗
期
、
更
に
は
穆
宗
期
に

か
け
て
の
、
河
南
諸
藩
銭
に
射
す
る
唐
朝
の
政
策
を
検
討
し
、
そ
の
河
南
「
順
地
」
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
跡
づ
け
る
こ
と
と
し
た
い
。

t→ 
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河
南
節
度
使
の
解
瞳

安
史
の
乱
後
、
唐
朝
が
最
初
に
解
位
し
た
藩
銀
は
、
沖
州
に
舎
府
を
置
く
河
南
節
度
使
で
あ
っ
た
。
安
史
の
飽
勃
設
以
後
庚
徳
二
年
(
七
六

財
務
官
僚
劉
長
の
手
で
麿
念
慮
置
が
施
さ
れ
、
翌
永
泰
元
年
に
は
沖
河
の
開
通
に
一
臆
の
目

四
)
ま
で
途
絶
し
て
い
た
作
河
に
よ
る
潜
運
は
、

(

幻

)

途
を
立
て
得
る
に
至
っ
て
い
た
。
漕
蓮
の
再
開
に
伴
い
、
唐
朝
は
、
沖
河
に
よ
る
物
資
職
迭
の
安
全
を
園
る
べ
く
、
運
河
沿
い
の
節
度
使
、
即

ち
河
南
節
度
使
を
そ
の
警
防
に
嘗
た
ら
せ
、
そ
れ
に
劃
す
る
幾
分
の
財
政
的
措
置
を
講
じ
る
。
首
時
、
安
史
の
乱
に
よ
る
混
凱
の
あ
と
を
承
け

て
休
河
一
帯
は
「
百
姓
彫
残
し
、
地
閑
人
稀
に
し
て
、
多
く
盗
賊
有
り
、
漕
運
一
商
放
は
顛
虞
を
兎
れ
ず
」
と
い
う
朕
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

永
泰
元
年
四
月
、
朝
廷
は
、
前
年
に
亮
じ
た
李
光
弼
に
代
わ
り
河
南
・
准
西
・
山
南
東
道
の
諸
行
替
を
都
統
し
て
い
た
東
都
留
守
王
繕
に
命
じ

て
、
河
南
節
度
使
と
計
舎
一商
量
の
上
で
、
作
河
南
岸
に
二
騨
ご
と
に
防
援
の
兵
三
百
人
を
置
き
、
盗
賊
の
捕
捉
に
あ
た
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る
。

警
防
に
従
事
す
る
兵
の
生
活
保
障
と
し
て
は

「側
近
の
良
沃
な
る
田
」
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
唐
朝
は
生
命
線
と
も

(
m
A
〉

い
う
べ
き
沖
河
経
由
の
漕
運
を
、
河
南
節
度
使
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。



だ
が
、
唐
朝
は
河
南
に
展
開
す
る
軍
事
勢
力
に
劃
す
る
十
分
な
指
導
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
安
史
の
凱
末
期
に
揚
州
で
起
こ
っ
た
劉
展

の
観
の
鎮
匪
に
向
か
っ
た
卒
宜
兵
馬
使
田
紳
功
は
、
見
鎮
藍
後
十
日
聞
に
わ
た
っ
て
揚
州
を
掠
奪
し
、
更
に
こ
の
地
に
留
ま
ろ
う
と
さ
え
し
た
。

ま
た
同
じ
頃
、
亮
州
・
郡
州
で
史
朝
義
の
部
勝
と
戦
っ
て
い
た
向
衡
・
股
仲
卿
は
、
唐
朝
か
ら
の
入
朝
命
令
を
無
視
し
て
い
た
。
神
功
を
河
南

の
地
に
還
ら
し
め
、
向
衡
ら
を
入
朝
さ
せ
た
の
は
、
河
南
副
元
帥
、
都
統
河
南
・
准
南
東
西
・
山
南
東
・
刑
南
・
江
南
西
・
新
江
東
西
八
道
行

(

m

U

)

(

ぬ
)

営
節
度
と
し
て
潤
州
に
出
鎖
し
て
い
た
李
光
弼
の
徐
州
へ
の
北
上
で
あ
っ
た
。
唐
朝
は
、
郭
子
儀
と
並
ん
で
武
動
赫
々
た
る
こ
の
武
将
の
威
光

に
よ
り
何
と
か
諸
藩
帥
を
制
禦
し
得
た
の
で
あ
る
。
李
光
弼
は
贋
徳
二
年
七
月
に
世
を
去
る
ま
で
徐
州
に
駐
留
す
る
。
だ
が
、
彼
も
ま
た
唐
朝

(

況

)

の
入
朝
要
請
を
納
れ
ず
、
江
准
の
糧
運
を
促
す
た
め
と
稿
し
て
数
蔦
の
兵
を
擁
し
て
徐
州
に
居
座
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
威
光
も

(
M
M
)
 

死
の
直
前
に
は
衰
え
て
お
り
、
唐
朝
は
彼
の
死
を
契
機
に
、
河
南
把
握
の
た
め
の
新
た
な
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(

お

)

田
神
功
、
が
河
南
町
度
使
と
な
っ
た
の
は
、
徐
州
で
李
光
弼
が
亮
じ
た
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
代
宗
の
快
州
蒙
塵
に
際
し
て
河
南
(
究
部
節
度

-107-

禁
軍
の
指
揮
を
取
り
し
き
る
な
ど
し
て
代
宗
の
信
任
を
厚
く
し
て
い
た
神
功
は
、
皇
帝
一
の
慰
留
を
固
辞
し
て
、
河
南
節
度

使
と
し
て
再
び
河
南
の
地
に
舞
い
戻
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
朝
は
、
河
南
節
度
使
の
動
き
を
牽
制
す
ベ
く
、
徐
州
の
奮
李
光
弼
曙
下
の
軍
に
い
た
劉
昌
(
休
州
開
封
の
人
)
を
宋
州
に
婦
ら
せ
、
牙
門
将

(

鈍

)

と
し
た
。
彼
は
、
安
史
の
凱
の
際
に
史
朝
義
軍
の
包
園
攻
撃
か
ら
宋
州
を
守
り
抜
き
、
の
ち
李
光
弼
の
軍
で
重
用
さ
れ
て
い
た
人
物
だ
っ
た
。

一
方
、
田
神
功
は
大
暦
二
年
に
入
朝
し
検
校
向
書
右
僕
射
を
授
け
ら
れ
、
防
秋
兵
の
汲
遣
に
も
協
力
す
る
な
ど
、
専
ら
中
央
と
の
関
係
維
持

に
努
め
て
い
た
。
そ
し
て
二
度
目
の
入
朝
(
大
暦
八
年
J
九
年
〉
の
折
、
京
師
で
莞
じ
た
の
で
あ
る
。

使
〉
よ
り
入
朝
し
、

節
帥
の
死
去
に
伴
う
軍
の
動
揺
は
、
早
く
も
神
功
の
死
の
翌
月
に
表
面
化
す
る
。
徐
州
で
寧
蹴
が
護
生
し
て
刺
史
が
逐
わ
れ
、
ま
た
防
秋
兵

(

お

〉

と
し
て
西
北
進
境
に
赴
い
て
い
た
河
南
節
度
使
曙
下
の
兵
千
五
百
人
が
「
庫
財
を
盗
ん
で
潰
信
仰
」
し
た
の
で
あ
る
。
唐
朝
が
直
ち
に
神
功
の
弟

で
曹
州
刺
史
の
田
神
玉
を
休
宋
留
後
に
任
じ
、
軍
内
部
で
の
節
帥
ポ
ス
ト
の
縫
承
を
認
め
た
の
も
、
沖
河
防
衛
に
掲
わ
る
節
度
使
麿
下
の
軍
の
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動
揺
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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し
か
し
、
陸
賛
に
よ
れ
ば
、
神
玉
の
統
治
は
「
維
禦
方
無
く
、

経
略
制
を
失
」
う
あ
り
さ
ま
で
、
そ
の
結
果
「
権
は
豪
賂
に
蹄
し
、
勢
は
列

(
川
崎
)

放
に
散
ず
」
と
い
う
紋
況
を
招
い
て
い
た
。

紳
玉
の
死
の
直
後
に
休
州
で
起
こ
っ
た
李
霊
曜
の
凱
は

か
か
る
素
地
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
李
霊
曜
は
、
紳
玉
の
死
去
し
た
大
暦
十
一
年
五
月
嘗
時
、
休
宋
〈
H

河
南
)
節
度
使
下
の
都
虞
候
で
あ
っ
た
。
彼
は
節
帥
の
死
後
、
兵
馬
使
・
撲

州
刺
史
の
孟
壁
を
殺
し
、
貌
博
の
田
承
嗣
と
手
を
結
ぶ
こ
と
で
節
度
使
ポ
ス
ト
の
縫
承
を
狙
っ
た
。
唐
朝
は
こ
れ
に
射
し
て
、
永
卒
軍
(
滑
事
〉

節
度
使
李
勉
に
休
宋
節
度
留
後
を
{
兼
ね
さ
せ
、
霊
曜
に
は
楼
州
刺
史
の
地
位
を
輿
え
る
こ
と
で
事
態
の
解
決
を
園
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
霊
曜
に

(

幻

)

拒
否
さ
れ
、
唐
朝
は
や
む
な
く
彼
を
休
宋
留
後
に
任
命
す
る
。
留
後
と
な
っ
た
霊
曜
は
更
に
、
自
分
の
息
の
か
か
っ
た
者
を
管
内
八
州
の
刺

(
お
)

「
河
朔
の
奮
事
」
の
河
南
で
の
賀
行
を
試
み
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
唐
朝
は
よ
う
や
く
霊
曜
討
伐
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

史
・
際
令
と
し
、

李
霊
曜
討
伐
に
は
救
命
を
受
け
た
准
西
節
度
使
李
忠
臣
・
永
卒
軍
節
度
使
李
勉

・
河
陽
三
城
使
馬
爆
の
他
に
、
准
南
節
度
使
陳
少
激
と
側
室
円

節
度
使
李
正
己
が
出
兵
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
反
見
自
鐙
は
わ
ず
か
三
か
月
で
鎮
座
さ
れ
た
。
だ
が
問
題
は
事
後
庭
理
で
あ
っ
た
。
ま
ず
沖
州

の
蹄
属
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
霊
曜
が
放
棄
し
た
休
州
城
に
は
既
に
李
忠
臣
が
入
城
し
て
い
た
。
忠
臣
の
暴
戻
を
知
る
他
絡
は
彼
と
功
を
必
ず
う

(

ぬ

)

(

川

叫

)

こ
と
を
避
け
た
。
唐
朝
は
休
州
を
准
西
の
領
州
と
し
、
治
所
を
こ
こ
に
徒
す
こ
と
を
許
さ
さ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
霊
曜
を
檎

(

H

U

)

 

え
京
師
に
械
迭
し
た
李
勉
の
功
に
よ
り
、
永
卒
軍
節
度
使
に
は
宋
・
四
二
州
が
領
州
に
加
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
楢
青
節
度
使
に
は
莞
・
都
・

(

m

U

)

 

曹

・
濃

・
徐
五
州
が
領
州
に
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
州
は
李
正
己
が
組
中
に
占
領
し
自
領
化
し
て
い
た
も
の
で
、
唐
朝
は
そ
れ
を
事
後
承
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認
し
た
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
河
南
節
度
使
は
そ
の
領
州
を
三
分
割
さ
れ
解
鐙
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
唐
朝
に
と
っ
て
い
か
な

る
一
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
唐
朝
が
李
璽
曜
討
伐
に
及
ん
だ
原
因
は
、
留
後
と
な
っ
た
霊
曜
が
管
内
刺
史

・
鯨
令
の
自
署
リ
「
河
朔
の
奮
事
」
を
行
な
っ
た
こ

と
に
あ
っ
た
。
休
河
の
警
防
に
あ
た
る
藩
鎮
の
「
反
側
」
化
は
、
唐
朝
に
と
っ
て
容
認
し
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
討
伐
軍
の

編
成
に
際
し
て
も
、
唐
朝
は
細
心
の
注
意
を
梯

っ
た
。
李
霊
曜
の
背
後
に
は
説
博
節
度
使
田
承
嗣
が
い
て
彼
を
支
援
し
て
レ
た
た
め
、
討
伐
に



は
相
嘗
強
力
な
軍
事
力
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、

唐
朝
は
そ
れ
を
河
南
随

一
の
兵
力
を
誇
る
溜
青
節
度
使
か
ら
で
は
な
く
、

(

川

町

)

調
達
し
た
。
唐
朝
は
、
河
朔
三
鎮
や
山
南
東
道
節
使
度
梁
崇
義
と
連
絡
を
取
り
あ
っ
て
い
た
楢
青
節
度
使
(
李
正
己
)
よ
り
も
、
過
去
何
度
か
入

(

似

)

朝
し
て
い
る
准
西
節
度
使
(
李
忠
臣
〉
の
方
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
沖
河
沿
岸
地
域
に
河
朔
三
鎮
的
要
素
を
入
れ
な
い
||

こ
れ
が
唐
朝
の
目
指

(

必

〉

し
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
っ
た
。

准
西
節
度
使
か
ら

だ
が
、
結
果
は
必
ず
し
も
こ
の
方
針
に
遁
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
「
反
側
」
化
の
危
機
に
あ
っ
た
河
南
節
度
使
は
解
鐙
さ
れ
、
運

河
地
帯
の

。河
朔
三
銀
化
。
は
防
ぎ
得
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
反
凱
討
伐
嘗
-初
か
ら
猶
青
節
度
使
の
介
入
を
許
し
、
範
後
の
慮
置

で
占
領
地
の
五
州
を
領
州
と
し
て
楢
青
に
輿
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
唐
朝
に
と
っ
て
大
き
な
誤
算
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
沖
河
南
部
の
漕
運

援
貼
・
涌
橋
を
含
む
徐
州
が
楢
青
節
度
使
の
領
州
と
な
り
、
そ
こ
に
重
兵
が
置
か
れ
た
こ
と
は
、
作
河
に
よ
る
漕
運
を
行
な
う
上
で
の
大
き
な

脅
威
と
な
っ
た
。
ま
た
、
准
西
節
度
使
は
、
新
た
に
領
州
と
な
っ
た
沖
州
に
禽
府
を
置
い
た
こ
と
で
、
漕
運
の
要
衝
へ
の
進
出
を
果
た
し
た
。

(

必

〉

李
忠
臣
は
以
前
に
も
領
内
で
一
商一
税
を
課
し
て
い
た
が
、
沖
州
進
出
は
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
牧
入
を
も
た
ら
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
三
年
後
の
大
麿
十
四
年

m
七
七
九
)
の
李
希
烈
に
よ
る
李
忠
臣
追
放
事
件
の
遠
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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亡コ

建
中
期
の
節
度
使
反
範

准
西
節
度
使
が
治
所
を
休
州
に
徒
し
て
か
ら
三
年
後
の
大
暦
十
四
年
三
月
、
節
度
使
李
忠
臣
は
李
希
烈
(
蛍
時
左
府
都
虞
候
)
を
中
心
と
す
る

将
校
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
そ
の
位
を
逐
わ
れ
た
。
休
州
で
の
李
忠
臣
は
、
妹
靖
の
張
恵
光
を
節
度
副
使
に
抜
擢
し
て
軍
政
を
委
ね
、
恵
光
の
子
を

牙
絡
に
取
り
立
て
て
そ
の
横
暴
を
許
す
な
ど
し
て
、
軍
の
反
設
を
招
い
て
い
た
。
軍
の
信
任
を
得
て
い
た
李
希
烈
が
張
恵
光
父
子
を
殺
し
忠
臣

(
円
引
〉

を
追
放
す
る
に
至
っ
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
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唐
靭
は
追
放
さ
れ
て
き
た
忠
臣
に
節
度
使
以
外
の
肩
書
を
安
堵
す
る
一
方
で
、
希
烈
に
准
西
節
度
留
後
の
地
位
を
輿
え
て
現
欣
を
容
認
し

た
。
但
し
、
治
所
の
置
か
れ
て
い
た
沖
州
は
永
卒
軍
節
度
使
(
節
帥
日
李
勉
)
の
領
州
と
し
て
そ
の
舎
府
を
こ
こ
に
徒
し
、
准
西
節
度
使
の
治
所
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(

品

切

)

は
察
州
に
畏
さ
れ
た
(
希
烈
は
奈
州
刺
史
を
拝
し
て
い
る
)
。
李
勉
は
『
新
唐
書
』
巻

一
コ
二

に
「
宗
室
宰
相
」
と
し
て
立
侍
さ
れ
て
い
る
人
物
で
、

大
暦
八
年
(
七
七
三
)
以
来
、
氷
卒
軍
節
度
使
と
し
て
滑
州
に
鎖
し
て
い
た
。
彼
は
嘗
時
の
河
南
地
域
に
お
け
る
唯

一
の
中
央
直
涯
の
文
臣
節
度
使

で
あ
り
、
彼
に
休
州
を
治
め
さ
せ
る
試
み
は
、
失
敗
に
は
移
っ
た
も
の
の
、
田
紳
玉
の
卒
し
た
時
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
唐
朝
は
、
准
西
で
の
軍

に
よ
る
節
帥
交
代
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
漕
運
の
援
黙

・
一
昨
州
を
中
央
か
ら
波
遣
し
た
文
臣
節
度
使
に
統
治
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

(

約

)

こ
の
年
の
五
月
に
代
宗
が
崩
じ、

徳
宗
が
即
位
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
李
希
烈
の
節
度
使
へ
の
昇
格
は
あ
っ
さ
り
決
ま
っ
た
。

加
え
て
同
年

(
印
)

九
月
に
は
、
徳
宗
か
ら
「
准
寧
軍
」
の
軍
抗
を
興
え
ら
れ
た
。
更
に
建
中
二
年
(
七
八
一
)
に
は
、
希
烈
の
再
三
の
要
請
に
答
え
る
形
で
、
彼
を

漢
南
漠
北
兵
馬
招
討
使
に
任
じ
、
河
北
三
鎮

・
悩
背
節
度
使
と
結
ん
で
不
穏
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
山
南
東
道
節
度
使
梁
崇
義
の
討
伐
を
委
ね

(

日

〉

た
。
山
南
東
道
節
度
使
の
治
所
が
置
か
れ
て
い
た
裏
州
は
、
江
南
と
開
中
を
漢
水
経
由
で
結
ぶ
ル
l
ト
の
要
衝
で
あ
り
、
河
北
三
鎮
や
溢
青
節

(

臼

)

度
使
に
よ
っ
て
休
河
に
よ
る
潜
運
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
い
た
首
時
に
あ
っ
て
は
、
唐
朝
に
と
っ
て
重
要
な
地
黙
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
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の
地
に
譲
る
節
度
使
の
「
反
側
」
化
は
唐
朝
の
容
認
で
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
は
じ
め
は
河
北
三
銭

・
猶
青
の
情
勢
を
考
え
合
わ

せ
て
山
南
東
道
と
事
を
構
え
ぬ
よ
う
努
め
て
い
た
唐
朝
も
、
希
烈
の
度
重
な
る
要
請
に
よ
り
最
終
的
に
は
彼
を
信
用
し
て
梁
崇
義
討
伐
に
踏
み

(

臼

)

切
り
、
反
射
意
見
を
も
っ
宰
相
楊
炎
の
護
言
擢
を
奪
っ

た
の
で
あ
る
。

希
烈
は
梁
崇
義
を
豪
州
に
滅
ぼ
す
と
、
こ
こ
に
軍
を
駐
屯
さ
せ
、
山
南
東
道
の
地
を
手
中
に
牧
め
よ
う
と
し
た
。
結
局
こ
の
も
く
ろ
み
は
、

唐
朝
が
河
中
苦
ノの
李
承
〈
建
中
一
初
に
瓢
捗
使
と
し
て
准
西
を
訪
れ
、
希
烈
に
梁
崇
義
を
討
た
せ
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
人
物
)
を
山
南
東
道
節
度
使

に
任
じ
喪
州
に
汲
遣
し
た
た
め
寅
現
を
見
ず
、
希
烈
は
大
掠
奪
の
の
ち
や
む
な
く
奈
州
に
引
き
揚
げ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
の
後
も
牙
賂
を
裏
州

(

臼

)

に
残
し
て
掠
奪
品
の
管
理
に
あ
た
ら
せ
、
こ
れ
と
の
連
絡
を
頻
繁
に
行
な
っ
て
い
た
。
か
か
る
希
烈
の
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
朝
は
そ
の

(

日

)

功
を
録
し
、
彼
に
検
校
右
僕
射

・
同
卒
章
事
を
加
え
、
質
封
五
百
戸
を
輿
え
た
。
そ
し
て
翌
建
中
三
年
に
は
、
節
帥
の
世
襲
を
求
め
て
河
北
三

(
回
)

銀
と
連
合
し
て
唐
朝
と
針
立
し
て
い
た
諮
青
節
度
使
李
納
の
討
伐
に
再
び
希
烈
を
起
用
し
た
。
唐
朝
は
こ
の
時
貼
で
は
ま
だ
准
西
節
度
使
に
よ

る
河
南
の
「
順
地
」
化
に
固
執
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



だ
が
、
李
希
烈
の
思
惑
は
遣
っ
て
い
た
。
彼
は
秘
か
に
李
納
と
結
ん
で
、
共
に
沖
州
を
襲
う
こ
と
を
計
量
し
て
い
た
。
溜
車
円
討
伐
の
命
を
受

け
た
希
烈
は
麿
下
の
兵
三
高
を
率
い
て
察
州
か
ら
許
州
に
移
動
し
、
作
州
進
出
の
機
舎
を
窺
っ
た
。
李
納
も
遊
兵
を
出
し
て
沖
河
を
渡
り
希
烈

(

m

む

を
迎
え
る
意
を
示
し
た
。
そ
し
て
建
中
三
年
十
二
月
に
、
既
に
王
を
自
稽
し
、
唐
朝
と
の
針
決
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
た
河
北
三
銀
・
楢
青
の

(

回

〉

諸
簡
帥
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
希
烈
は
「
天
下
都
元
帥
・
太
尉
・
建
輿
王
」
を
自
稿
し
て
作
州
へ
の
準
撃
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

に
沿
っ
て
兵
を
進
め
る
一
方
で
、
周
圏
に
展
開
す
る
交
、
逼
路
(
物
資
輸
迭
路
)
の
援
黙
へ
の
攻
撃
も
行
な
い
、

前
年
九
月
に
起
こ
っ
た
朱
枇
の
凱
で
奉
天
へ
の
蒙
塵
を
徐
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
徳
宗
は
、

建
中
四
年
(
七
八
三
)
十
二
月
、
休
州
は
希
烈
の
手
に
陥
ち
、
翌
輿
元
元
年
正
月
に
、
希
烈
は
こ
こ
で
大
楚
園
皇
帝
に
即
位
す
る
。
彼
は
運
河

(

印

〉

一
時
期
そ
の
遮
断
に
成
功
す
る
。

一
時
的
に
で
は
あ
る
が
危
機
的
朕
況
に
追
い
込
ま
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
危
機
を
救
っ
た
の
が
宣
武
軍
節
度
使
で
あ

っ
た
。
こ
の
節
度
使
は
、
建
中
二
年
に
永
卒
寧
節
度
使
の
領
州
の
一
部
(
宋
・
事
・
頴
三
州
〉

を
割
い
て
置
か
れ
た
も
の
で
、
簡
帥
に
は
宋
州
刺
史
劉
玄
佐
〈
治
)
が
起
用
さ
れ
た
。
彼
は
、
李
霊
曜
の
飽
の
時
に
永
卒
軍
街
持
と
し
て
兵
を

〈

印

)

率
い
て
宋
州
に
入
城
し
、
節
帥
李
勉
の
奏
箸
に
よ
り
そ
の
ま
ま
宋
州
刺
史
と
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
設
置
嘗
初
の
宣
武
軍
節
度
使
の
軍
陵

は
、
永
卒
軍
節
度
使
出
身
の
兵
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
徐
州

・
濃
州
を
め
ぐ
る
潜
青
の
李
納
と
の
戦
い
で
功
を
立

興
元
元
年
十
一
月
、
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こ
れ
を
察
州
に
退
却
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
唐
朝
は
沖
州
を
宣
武
箪
節
度
使
の
領
州
に
加
え
、

〈臼〉

っ
た
の
は
、
貞
元
元
年
〈
七
八
五
〉
六
月
で
あ
る
)
。

劉
昌
(
行
管
諸
軍
馬
歩
都
民
候
)
・
曲
環
(
隣
右

・
幽
州
行
管
節
度
使
)
ら
と
共
に
希
烈
を
休
州
に
攻
め
、

(
m
m
)
 

治
所
も
こ
こ
に
徒
し
た
(
玄
佐
が
粂
休
州
刺
史
に
な

て
て
い
た
玄
佐
は
、

だ
が
、
宣
武
軍
節
度
使
の
出
現
は
新
た
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
「
騎
兵
」
の
問
題
で
あ
る
。
沖
州
の
軍
隊

は
、
「
財
を
軽
ん
じ
義
を
重
ん
じ
、
厚
く
軍
士
に
賞
し
た
」
と
言
わ
れ
る
節
帥
劉
玄
佐
の
も
と
で
急
速
に
増
強
さ
れ
、
そ
の
数
は
十
蔦
に
上
つ

(

日

)

(

臼

)

た
と
い
う
。
准
西
節
度
使
李
忠
臣
が
沖
州
に
鎖
し
て
い
た
時
に
形
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
宣
武
軍
の
「
騎
兵
」
の
淵
源
に
つ
い
て
は
、
既

(
応
)

に
堀
敏
一
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
河
南
節
度
使
麿
下
の
軍
の
他
に
、
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永
卒
軍
(
滑
州
)
節
度
使
磨
下
の
軍
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
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述
べ
た
よ
う
に
、
宣
武
軍
節
度
使
曙
下
の
軍
は
、
設
置
嘗
初
よ
り
永
卒
軍
出
身
の
兵
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
、
氷
卒
軍

(
前
)

上
元
二
年
(
七
六
一
〉
に
安
史
の
反
鋭
軍
か
ら
蹄
順
し
て
き
た
令
狐
彰
を
滑
州
に
安
堵
し
て
置
か
れ
た
藩
鎮
で
あ
り
、
そ
の
曙
下

節
度
使
は

の
兵
は
河
南
節
度
使
と
同
様
に
、
安
史
の
乱
の
際
に
東
北
漫
境
か
ら
南
下
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
令
狐
彰
の
卒
し
た
直
後
に
「
滑
の

一
一
一
軍
」
に
-
彰
の
子
・
建
を
節
帥
に
擁
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
お
こ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
同
じ
く
北
来
の
兵
を
主
鐙
と
す
る
河
北
諸
藩
銭
と
共

(

白

山

)

通
す
る
現
象
で
あ
る
。
そ
の
後
、
永
卒
軍
節
度
使
の
治
所
は
大
暦
十
四
年
に
滑
川
か
ら
休
州
に
徒
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
牙
軍
も
沖
州
に

(
同
山
〉

移
動
し
た
。
そ
し
て
李
希
烈
の
沖
州
占
領
(
建
中
四
年
〉
後
の
混
凱
の
中
で
、
節
帥
李
勉
は
麿
下
の
丘
二
高
品献
を
全
て
劉
玄
佐
に
授
け
て
し
ま
う
。

玄
佐
に
よ
る
「
騎
兵
」
の
増
強
は
、
こ
れ
ら
様
々
な
過
程
を
鰹
て
彼
の
麿
下
に
入
っ
て
き
た
丘
一
を
再
編
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
休
州
の

「
騎
丘
(
」
も
ま
た
、
安
史
の
凱
の
落
と
し
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
唐
朝
は
運
河
嬢
黙
に
再
び
厄
介
な
爆
弾
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
も
あ
れ
李
希
烈
の
勢
力
は
沖
州
撤
退
後
徐
々
に
衰
え
て
ゆ
き
、
希
烈
は
貞
元
二
年
(
七
八
六
)
四
月
に
大
将
の
陳
仙
奇
に
よ
り
暗

(

的

)

唐
朝
は
彼
を
准
西
節
度
使
と
す
る
。
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殺
さ
れ
る
。

仙
奇
は
直
ち
に
唐
朝
に
降
伏
し

そ
し
て
そ
の
領
州
を
反
範
前
の
十
州
(
察
・
申

・
光
・

こ
の
時
准
西
を
分
割
・
解
践
し
な
か
っ
た
の

安
・
新
・
賀
・
許・

誇
・随

・
唐
州
)
か
ら
四
州
(
奈
・
申

・
光
・
随
州
)
に
削
減
し
た
の
で
あ
る
。

(

叩

〉

は
、
お
そ
ら
く
建
中
三
年
に
行
な
っ
た
成
徳
軍
節
度
使
分
割
の
失
敗
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
結
果
的
に
は
、
准
西
節
度
使
は
周
園

を
所
謂
「
順
地
」
節
度
使
(
中
央
か
ら
直
接
波
遣
さ
れ
た
官
人
が
節
帥
を
つ
と
め
る
節
度
使
)
に
包
圏
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、

唐
朝
の
准
西

「
順
地
」

化
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。

だ
が
そ
れ
か
ら
僅
か
三
か
月
後
、
節
度
使
陳
仙
奇
が
兵
馬
使
呉
少
誠
に
殺
害
さ
れ
、

少
誠
が
自
ら
留
後
と
な
っ
た
こ
と
で
事
態
は
饗
化
し

た
。
唐
朝
は
度
王
諒
を
節
度
大
使
(
逢
領
)
と
し
た
上
で
、
少
誠
を
准
西
節
度
留
後
と
し
て
認
め
、
そ
の
一
方
で
、
李
希
烈
討
伐
で
功
の
あ
っ
た

(
九
)

曲
環
を
、
新
設
し
た
陳
許
節
度
使
の
節
帥
に
任
じ
、
北
か
ら
准
西
の
動
き
を
牽
制
さ
せ
た
。
臭
少
誠
は
幽
州
瀦
鯨
を
本
貫
と
す
る
が
、
父
の
朔

は
貌
博
節
度
使
下
の
都
虞
候
で
あ
っ
た
。
剤
南
節
度
使
の
街
門
賂
だ
っ
た
少
誠
が
准
西
簡
度
使
麿
下
の
絡
校
と
な
っ
た
の
は
、
李
希
烈
が
梁
崇

義
討
伐
を
行
な
っ
た
時
の
こ
と
で
、
希
烈
に
策
を
授
け
て
寵
任
さ
れ
重
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
留
後
と
な
っ
た
少
誠
は
、
塵
下
の



(η
〉

軍
の
強
佑
に
努
め
、
朝
廷
の
命
に
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
唐
朝
は
彼
の
節
度
使
昇
格
を
泣
っ
て
い
た
が
、
軍
内
で
生
じ
た
少
誠
の

(

η

)

 

や
り
方
を
潔
し
と
し
な
い
者
た
ち
に
よ
る
少
誠
追
放
の
企
て
が
失
敗
に
終
わ
る
と
〈
貞
元
三
年
五
月
〉
、
財
政
難
に
苦
し
む
唐
朝
に
も
は
や
打
つ

(

九

〉

手
は
な
く
、
彼
を
節
度
使
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
(
貞
元
五
年
〉
。

准
西
節
度
使
は
、
領
州
を
制
ら
れ
周
圏
を
「
順
地
」
節
度
使
に
よ
っ
て
園

ま
れ
な
が
ら
も
、
精
兵
を
擁
し
て
時
に
不
穏
な
動
き
を
見
せ
る
、
唐
朝
に
と
っ
て
油
断
の
な
ら
ぬ
節
度
使
で
あ
っ
た
。
こ
の
准
西
節
度
使
の
他

「
騎
兵
」
で
鳴
る
宣
武
軍
節
度
使
や
河
南
・
河
北
随
一
の
重
兵
を
擁
す
る
楢
青
節
度
使
を
抱
え
る
河
南
地
域
の
「
順
地
」
化
を
成
し
、途
げ

た
の
が
、
所
謂
。
憲
宗
の
中
興
。
な
の
で
あ
っ
た
。

同

准
西
・
溜
青
の
「
順
地
」
化
|
|
「
中
興
」
の
完
成
|
|

建
中
J
貞
元
初
の
河
南
・
河
北
の
諸
藩
鎖
と
の
戦
い
に
力
を
使
い
果
た
し
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の
後
の
徳
宗
朝
の
劉
藩
鎖
政
策
は
妥
協
的
な

も
の
と
な
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
唐
朝
の
深
刻
な
財
政
難
で
あ
る
。
だ
が
建
中
年
聞
の
節
度
使
反
凱
の
主
役

-113-

と
な
っ
た
河
北
三
鍋
・
河
南
二
鎮
を
取
り
ま
く
環
境
に
も
か
な
り
の
襲
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
河
南
に
つ
い
て
言

え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
准
西
節
度
使
は
領
州
を
削
減
さ
れ
た
上
、

周
囲
を

「
順
地
」
節
度
使
(
陳
許
・
准
南
・
都
岳
・
山
南
東
道
)
に
園
ま
れ

た
と
え
ば
果
少
誠
は
、
宣
武
軍
節
度
使
に
お
け
る
節
帥
劉
土
寧
の
追
放
(
貞
元
九
年
(
七
九
三
)

(

万

〉

十
二
月
〉
や
陳
許
(
忠
武
軍
)
節
度
使
曲
環
の
死
去
(
同
十
五
年
〈
七
九
九
V

八
月
〉
を
契
機
と
し
て
兵
を
動
か
し
、
後
者
の
場
合
は
唐
朝
と
事
を
構

て
容
易
に
身
動
き
の
と
れ
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。

え
る
ま
で
に
至
る
。
だ
が
、
李
希
烈
の
時
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
っ
て
唐
朝
と
戦
う
こ
と
は
避
け
、
戦
い
は
一
年
除
り
で
終
結
し
て
い
る
。
ま

た
、
少
誠
の
後
を
嗣
い
で
節
帥
と
な
っ
た
呉
少
陽
は
、

室時
州
の
茶
山
を
掠
し
、
亡
命
を
匿
っ
て
麿
下
の
軍
の
充
買
を
園
る
一
方
で
、
屡
々
朝
廷

(
河
)

に
牧
馬
を
献
上
し
て
中
央
と
の
関
係
に
も
気
を
配
っ
て
い
た
。
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沖
河
南
部
の
要
衝
で
あ
る
徐
州
を
失
っ
て
い
た
。
既
に
建
中
二
年

(
七
八
一
)
の
段
階
で
刺
史
の
李
消
が
唐
朝
に
鯖
順
し
、
翌
三
年
に
徐
海
、好
都
圏
練
観
察
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
海
・
肝
南
州
は
李
納

ま
た
楢
青
節
度
使
は
、

河
南
節
度
使
分
割
の
際
に
得
た
五
州
の
う
ち
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(
竹
川
〉

の
勢
力
下
に
あ

っ
た
た
め
、
貫
際
に
は
李
消
は
徐
州

一
州
に
擦
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
の
死
後
、
高
承
宗

・
明
麿
父
子
が
徐
州
刺
史

(

叩

同

)

を
縫
承
す
る
が
、
徐
州
が
側室
円
の
影
響
下
か
ら
完
全
に
濁
立
す
る
の
は
、
貞
元
四
年
(
七
八
八
〉
の
徐
澗
濠
節
度
使
の
設
置
を
侯
つ
て
の
こ
と
で

(

乃

)

あ
る
。
節
帥
張
建
封
は
、
安
史
の
観
で
唐
朝
側
に
立
っ
て
河
南
で
活
躍
し
た
豪
侠
・
張
新
の
子
で
あ
る
。
彼
は
貞
元
十
六
年
に
卒
す
る
ま
で
の

(

加

〉

十
三
年
開
徐
州
に
銀
し
、
軍
州
は
そ
の
治
を
稽
賛
し
た
と
い
う
。
浴
室
円
節
度
使
は
休
河
沿
い
へ
の
進
出
を
こ
の
節
度
使
に
よ
っ
て
は
ば
ま
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
朕
況
の
下
で
行
な
わ
れ
た
憲
宗
の
封
藩
鎖
強
硬
策
が
成
功
を
牧
め
、
唐
朝
の
「
中
興
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
史
上
絵
り
に

も
有
名
で
あ
り
、
先
行
研
究
も
数
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
簡
で
は
、
憲
宗
に
よ
っ
て
討
伐
さ
れ
た
河
南
二
鎮
の
戦
後
慮
理
に
注
目
し
、

「
反
側
」

藩
鎮
の

「
順
地
」
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
跡

e

つ
け
た
い
と
思
う
。

(

但

)

元
和
十
二
年
(
八
一
七
)
十
月
、
准
西
節
度
使
は
、
畏
元
済
(
臭
少
陽
の
長
子
。
少
陽
の
死
後
准
西
節
度
留
後
を
自
薦
)
が
唐
朝
に
降
伏
し
た
こ
と
で
、

-114ー

そ
の
「
反
側
」
の
歴
史
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
。
奈
州
に
入
城
し
た
李
恕
は
、
元
演
を
京
師
に
械
迭
(
の
ち
慮
斬
〉
し
た
以
外
は
、

(

位

)

吏
・
帳
下
・
厨
廠
之
卒
」
を
全
て
復
職
さ
せ
る
方
針
を
と
っ
た
。
女
い
で
准
西
節
度
使
と
し
て
入
城
し
た
表
度
は
、
察
州
の
兵
つ
ま
り
呉
元
済

の
率
い
て
い
た
兵
を
牙
兵
と
す
る
一
方
、
呉
氏
の
時
代
に
准
西
の
人
々
に
諜
せ
ら
れ
て
い
た
巌
し
い
統
制
を
解
除
し
た
。
ま
た
、
准
西
管
内
の

(

出

〉

百
姓
に
は
復
二
年
が
給
さ
れ
た
。
同
年
十
二
月
、
襲
度
に
代
わ
っ
て
節
帥
と
な
っ
た
馬
摺
は
、
数
令
を
設
け
賞
罰
を
明
ら
か
に
し
、
反
側
時
代

(
U
M
)
 

の
痕
跡
を
登
く
取
り
除
く
こ
と
に
努
め
た
。
そ
し
て
翌
年
五
月
、
准
西
節
度
使
の
三
つ
の
領
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
藩
銀
に
属
す
る
こ
と
と

(
民
山
)

な
っ
た
(
奈
州
↓
忠
武
箪
節
度
使
、
申
州
↓
郡
岳
観
察
使
、
光
州
↓
准
南
節
度
使
)
。
こ
れ
ら
の
簿
鎮
は
全
て
「
順
地
」
節
度
使
で
あ
り
、
そ
の
藩
帥
は

「元
済
の
官

中
央
か
ら
波
遣
さ
れ
た
官
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
准
西
節
度
使
の
嘗
領
は
段
階
的
に
唐
朝
の
地
方
統
治
瞳
制
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
た
だ
、

か
つ
て
「
螺
子
箪
」
と
し
て
知
ら
れ
た
准
西
の
牙
軍
の
停
統
は
、
察
州
を
領
州
に
も
っ
た
忠
武
軍
節
度
使
磨
下
の
軍
隊
に

太
和
八
年
(
八
三
四
〉
か
ら
開
成
二
年
(
八
三
七
)
に
か
け
て
忠
武
軍
節
度
使
を
つ
と
め
た
杜
憶
に
嫁
し
た
岐
陽

公
主
の
墓
誌
は
、
忠
武
箪
麿
下
の
軍
を
「
強
雄
に
し
て
、
且
つ
劇
寵
を
携
う
。
始
め
よ
り
多
く
武
臣
を
用
い
、
治
は
各
お
の
己
れ
に
出
づ
。
部

受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。



曲
家
人
の
政
を
庇
り
法
を
弛
む
る
こ
と
、
習
い
て
循
常
と
漏
る
。
有
司
は
用
て
溢
障
の
遠
地
に
比
し
、
部
置
し
て
問
わ
ず
、
民
も
亦
た
甘
心
た

(

町

∞

)

(

問

削

〉

り
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
あ
り
さ
ま
に
は
、
奮
准
西
節
度
使
曙
下
の
軍
を
努
霧
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
昭
義
軍
(
淳
路
)
節
度
使
劉

(
同
山
)

従
諌
の
死
後
生
じ
た
劉
槙
の
蹴
の
討
伐
に
赴
い
た
忠
武
軍
の
軍
隊
は
「
精
勇
」
を
も
っ
て
稽
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
准
西
節
度
使
卒
定

時
に
そ
の
牙
軍
を
解
睡
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
李
希
烈
以
来
約
五
十
年
開
に
わ
た
り
中
央
と
封
崎
し
て
き
た
准
西
の

地
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
、
唐
朝
は
、
中
央
か
ら
汲
遣
し
た
節
帥
を
通
し
て
法
の
巌
正
な
施
行
と
「
賦
の
偽
迩
」
の
除
去
は
行
な
い
得
た
も
の

の
、
斐
度
が
察
州
の
兵
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の
牙
兵
と
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く
、
そ
の
淵
源
を
安
旅
山
磨
下
の
卒
車
・
幽
州
節
度
使
の

軍
に
も
つ
准
西
の
牙
軍
の
解
鐘
に
は
手
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
溢
車
円
節
度
使
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
溜
車
円
前
度
使
の
討
伐
成
功
は
、
憲
宗
の
藩
鎮
討
伐
の
最
後
を
飾
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
准
西
節
度
使
討
伐
成
功
後
の
河
北
諸
藩
鎖
及
び
宣
武
軍
節
度
使
の
蹄
順
と
い
う
朕
況
の
下
で
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
元
和
十
四

年
(
八
一
九
)
二
月
、
都
知
兵
馬
使
劉
悟
に
よ
り
節
度
使
李
師
道
が
討
ち
取
ら
れ、

指
圭
円
卒
宜
軍
十
二
州
が
卒
定
さ
れ
る
と
、
朝
廷
は
直
ち
に
戸

部
侍
郎
楊
於
陵
を
宣
撫
使
と
し
て
涯
遣
し
、
人
口
・
土
地
・
軍
隊
・
調
達
可
能
な
食
糧
の
量
な
ど
を
勘
案
し
た
上
で
、
そ
の
版
園
を
三
つ
に
分

割
し
た
。
そ
し
て
、
秘
か
に
詣
青
十
二
州
の
地
を
そ
の
ま
ま
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
劉
悟
に
射
し
て
は
、
慎
重
な
手
績
き
を
踏
ん
で
義
成

節
度
使
(
滑
州
)
に
任
じ
て
そ
の
野
望
を
砕
き
、
そ
の
上
で
三
分
し
た
地
に
各
々
中
央
か
ら
節
帥
を
涯
遣
し
た
の
で
あ
る
(
都
商
暴
等
州
〔
天
卒
軍
〕

(

的

)

節
度
使
H

馬
強
、
制
帽
育
問
円
登
莱
等
州
〔
卒
盛
寧
〕
節
度
使
H

醇
卒
、
禿
海
祈
密
等
州
観
察
使
H

王
途
)
。
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次
に
こ
れ
ら
三
鎮
の
統
治
を
、
蓄
制
佃
青
節
度
使
屠
下
の
兵
士
に
劃
す
る
封
躍
を
中
心
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
天
卒
軍
節
度
使
だ
が
、
節
帥
馬
摺
の
俸
記
に
は
「
郡
人
、
摺
に
附
頼
す
」
と
の
み
あ
っ
て
、
磨
下
の
兵
士
に
劃
す
る
特
別
な
施
策
は
な

で
は
、
か
つ
て
溢
背
節
度
使
の
曾
府
の
所
在
地
で
あ
っ
た
都
州
に
い
た
奮
楢
青
節
度
使
の
牙
軍
は
、
そ
の
ま
ま

天
卒
軍
磨
下
の
軍
と
し
て
中
央
か
ら
振
遣
さ
れ
た
新
し
い
節
帥
に
仕
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
は
否
で
あ
る
。
既
に
溜
青
節
度
使
が
三
分
さ

れ
た
時
黙
で
、
都
州
の
牙
軍
は
分
割
さ
れ
て
、
売
海
観
察
使
及
び
卒
宜
軍
節
度
使
曙
下
の
軍
に
編
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
郡
州
に
残
っ
た
奮

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

345 
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治
虫
円
牙
軍
の
勝
士
も
、
将
校
の
か
な
り
の
部
分
が
か
つ
て
の
溢
青
節
度
都
知
兵
馬
使
劉
悟
の
後
を
追
っ
て
郭
州
を
去
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
元
和
十
四
年
二
月
に
義
成
節
度
使
と
な
っ
て
楢
青
を
去
っ
た
劉
悟
は
、
翌
十
五
年
正
月
に
入
朝
し
た
の
ち
、
同
年
十
月
、
昭
義
軍
節
度
使

(

m

刊

〉

(

川

出

)

と
し
て
調
停
泌
の
地
に
赴
い
た
。
こ
の
劉
悟
の
も
と
へ
奮
楢
青
節
度
使
の
牙
軍
将
校
が
結
集
し
た
の
で
あ
る
。
曾
昌
三
年
(
八
四
一
二
)
五
月
に
下
さ

(

巾

出

)

れ
た
「
討
劉
積
制
」
は
、
嘗
時
の
昭
義
軍
節
度
使
曙
下
の
軍
構
成
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
昭
義

軍
磨
下
の
賂
土
は
、
「
昭
義
軍
の
嘗
将
士
(
李
抱
園
内
の
創
設
し
た
軍
の
系
統
を
ひ
く
勝
士
)
」
、
「
昭
義
軍
の
奮
大
将
(
州
兵
を
統
率
。
前
項
と
同
じ
系
統

を
ひ
く
〉
」
、

「
劉
悟
下
の
郡
州
の
奮
将
校
の
子
孫
」
、

の
四
つ
に
分
類
で
き
、

後
二
者
に
つ
い
て
は

一
括

「
劉
従
諌
の
近
ご
ろ
招
致
せ
し
賂
土
」

し
て
慮
分
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
劉
悟
下
の
都
州
の
奮
将
校
の
子
孫
」
と
は
、
劉
悟
が
溢
青
で
都
知
兵
馬
使
と
し
て
統
率
し
て

(
回
〉

「
討
劉
積
制
」
と
同
じ
く
李
徳
裕
の
手
に
な
る
「
論
赤
頭
赤
心
健
児
等
紋
」

い
た
牙
箪
の
将
校
の
子
孫
の
こ
と
で
あ
る
。

(
曾
畠
四
年
九
月
)
に

も
、
昭
義
軍
の
中
核
部
陵
と
し
て
「
都
州
の
父
兄
子
弟
及
び
従
諌
の
慮
に
招
到
せ
し
兇
悪
な
る
賂
健
」
が
翠
げ
ら
れ
て
お
り
、
都
州
か
ら
奮
楢

主
円
の
牙
軍
将
校
が
津
瀦
の
地
に
移
っ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
醤
側室
円
節
度
使
麿
下
の
将
校
の
中
に
は
、
燕
(
幽
州
虚
龍
軍
節
度
使
)
・

(
川
出
)

越
(
銀
英
成
徳
軍
節
度
使
〉
に
赴
い
て
従
事
し
た
者
も
い
た
。
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以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
郡
州
に
い
た
蓄
楢
青
節
度
使
の
牙
軍
将
士
は
、
元
和
十
四
年
の
楢
青
三
分
割
の
時
貼
で
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
残

り
の
賂
校
も
昭
義

・
鹿
龍

・
成
徳
と
い
っ
た
河
北
の
藩
銀
膳
下
の
軍
に
移
っ
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
新
任
節
度
使
馬
摺
の
も
と
に
は

か
っ
て

唐
朝
と
削
創
立
し
干
支
を
交
え
た
屈
強
な
牙
軍
の
将
校
は
さ
し
て
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
奮
楢
圭
円
節
度
使
曙
下
の
兵
士
に
劃
し
て

何
ら
特
別
な
庭
置
を
行
な
わ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

衣
に
卒
麗
軍
節
度
使
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
新
た
に
簡
帥
と
し
て
汲
遣
さ
れ
た
醇
卒
は
、
長
慶
元
年
(
八
一
一

一
〉
十
一
月
、

反
凱
を
起

こ
し
た
突
賂
馬
廷
峯
ら
を
珠
殺
し
た
。
廷
姿
ら
は
、
嘗
時
河
北
で
唐
朝
に
反
旗
を
翻
し
て
い
た
幽
州
節
度
留
後
朱
克
融

・
成
徳
軍
節
度
留
後
王

庭
湊
(
と
も
に
自
稽
)
を
討
伐
す
ベ
く
、
大
将
の
李
叔
佐
に
率
い
ら
れ
て
様
州
に
向
か
っ
た
の
だ
が
、
棟
州
刺
史
王
榎
が
兵
士
に
食
糧
を
十
分

に
支
給
し
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
反
凱
を
起
こ
す
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
廷
峯
を
主
に
奉
じ
る
反
見
兵
士
は
青
州
へ
の
引
き
揚
げ
を
開
始



し
た
が
、
そ
の
途
上
で
嘗
初
は
二
千
絵
人
ほ
ど
だ
っ
た
兵
士
の
数
が
七
千
J
一
高
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ
た
。
こ
れ
に
針
し
醇
卒
は
、
車
問
州
域
内

の
残
留
兵
の
少
な
さ
を
召
募
(
府
庫
及
び
家
財
に
よ
る
〉
に
よ
っ
て
得
た
精
兵
二
千
人
で
補
い
、
反
凱
軍
を
迎
え
撃
っ
て
こ
れ
を
破
り
、

(
出
山

)

は
じ
め
と
す
る
反
蹴
軍
士
数
千
人
を
斬
刑
壬
隠
し
た
。
反
観
軍
の
首
領
と
な
っ
た
馬
廷
墨
は
、
も
と
卒
直
軍
の
突
絡
で
あ
っ
た
。
胡
三
省
に
よ

(

%

)

 

れ
ば
、

突
将
と
は
「
騒
勇
馳
突
の
士
を
領
す
」
る
賂
校
で
あ
る
か
ら
、
彼
と
共
に
様
州
に
赴
き
反
観
を
起
こ
し
た
賂
士
は
卒
慮
軍
の
牙
軍
に
相

(
巾
引
)

嘗
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
醇
卒
が
「
兵
甲
完
利
、
井
賦
均
ご
と
い
う
治
績
を
牧
め
得
た
の
は
、
節
帥
就
任
後
聞
も
な
い
時
期
に
、
奮
楢
車
円

廷
峯
を

節
度
使
磨
下
の
牙
軍
将
土
を
彼
ら
の
反
凱
を
機
に
粛
清
し
得
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

売
海
一
計
密
等
州
観
察
使
も
、
結
果
的
に
は
卒
鹿
箪
節
度
使
同
様
、
奮
詣
主
円
節
度
使
磨
下
の
牙
軍
将
土
の
粛
清
を
経
て
、
統
治
の
安
定
を
見
て

い
る
。
諮
青
討
伐
の
際
の
糧
料
使
と
し
て
の
功
を
認
め
ら
れ
て
観
察
使
と
な
っ
た
王
建
は
、
興
利
の
才
に
長
け
た
人
物
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ

ま
で
「
反
側
」
の
地
で
あ
っ
た
地
域
を
統
治
す
る
力
量
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
諮
主
円
節
度
使
時
代
か
ら
の
賂
吏
を
「
反
虜
」

(

問

問

)

と
罵
っ

て
彼
ら
の
念
怒
を
買
い
、
牙
賂
の
王
弁
ら
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
(
元
和
十
四
年
七
月
)
。
こ
の
地
が
再
び

「
反
側
」
化
す
る
の
を
恐
れ
た
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唐
朝
は
、
首
謀
者
の
王
弁
を
開
州
刺
史
(
山
南
西
道
〉
に
任
じ
、
彼
を
軍
か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
う
(
途
中
、
徐
州
で
捕
え
京
師
に
械
迭
し
て
庭
刑

(ω
〉

す
る
)
。

そ
し
て
そ
の
一
方
で
、

も
と
宣
武
軍
の
牙
校
で
橡
州
刺
史
の
曹
牽
を
後
任
の
観
察
使
に
任
命
す
る
。
様
州
の
丘
(
を
率
い

て
肝
州
に
到

着
し
た
曹
華
は
次
の
要
領
で
奮
楢
青
節
度
使
の
牙
軍
将
士
を
粛
清
す
る
。
藩
帥
到
着
を
祝
う
宴
席
に
お
い
て
、
彼
は
、
都
州
か
ら
の
兵
の
「
轄

徒
の
第
」
に
劃
す
る
天
子
か
ら
の
特
賜
の
ロ
聞
を
頒
給
す
る
た
め
と
稽
し
、
将
士
を
肝
州
丘
(
と
郡
州
丘
(
と
に
分
け
た
。
そ
し
て
、折
州
兵
を
退
席
さ

(
川
〉

せ
た
後
に
、
伏
兵
を
渡
し
て
郡
州
兵
千
二
百
人
を
皆
殺
し
に
し
た
の
で
あ
る
ハ
元
和
十
四
年
九
月
)
。

「
こ
れ
よ
り
海

・
祈
の
人
、

重
足
股
傑
た

り
。
敢
て
盗
を
粛
す
者
無
し
」
と
い
う
史
書
の
記
述
は
、
逆
に
言
え
ば
、
奮
浴
室
円
牙
軍
将
土
の
粛
清
な
し
で
は
「
反
側
」
藩
鎮
の
順
地
化
が
困

難
だ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
八
世
紀
中
頃
の
幽
州
・
卒
屋
南
節
度
使
に
淵
源
を
も
っ
河
南
二
銭
は
、
と

も
に
憲
宗
の
針
藩
鎖
強
硬
策
の
前
に
敗
れ
去
り
(
元
和
「
中
興
」
の
完
成
)
、
そ
の
版
園
は
分
割
さ
れ
、
藩
銀
は
解
健
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
奮
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河
南
二
鎖
磨
下
の
牙
軍
に
射
す
る
慮
遇
に
つ
い
て
は
、
准
西
と
溢
青
と
で
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
奈
州
(
奮
准
西
)
の
牙
軍
将
士
が
忠
武

軍
節
度
使
に
受
け
縫
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
射
し
、
都
州
(
替
、指
青
〉
の
牙
軍
は
藩
鎮
の
分
割
と
同
時
に
三
分
さ
れ
、
分
割
後
更
に
天
卒
箪

を
除
く
他
の
二
藩
鎮
で
は
、
中
央
か
ら
波
遣
さ
れ
た
藩
帥
に
よ
っ
て
奮
楢
青
牙
軍
将
士
に
射
す
る
粛
清
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
藩
鎮
で
は
、

そ
れ
を
経
て
は
じ
め
て
統
治
の
安
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
反
側
」
藩
鋲
の
完
全
な
る
「
順
地
」
化
の
傑
件
が
見
い
出

さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
一
意
味
に
お
い
て
、
元
和
「
中
興
」
は
、
運
河
擦
貼
・
休
州
に
鎖
す
る
宣
武
軍
節
度
使
の
完
全
な
る

「
順
地
」
化
を
達
成
し
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
貫
現
す
る
の
は
、
憲
宗
の
暴
崩
の
後
を
承
け
て
立
っ
た
穆
宗
の
時
代
で
あ
る
。
衣
節
で
は
、
元

和
「
中
興
」
の
流
れ
の
上
に
達
成
さ
れ
た
宣
武
軍
節
度
使
の
「
順
地
」
化

(
U

「
騎
兵
」
の
解
鎧
)
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

帥

運
河
嬢
黙
の
回
復
|
|
宣
武
軍
「
騎
兵
」
の
解
鐙
|

|

本
一
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
建
中
期
に
河
南
・
河
北
の
「
反
側
」
節
度
使
に
射
す
べ
き
も
の
と
し
て
置
か
れ
た
宣
武
軍
節
度
使
は
、
節
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帥
劉
玄
佐
の
も
と
で
急
速
に
兵
力
を
機
大
し
た
(
「騎
丘
ハ
」
の
出
現
〉
。
彼
ら
騎
兵
は
財
物
さ
え
十
分
に
輿
え
て
お
け
ば
手
な
ず
け
得
る
存
在
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
唐
朝
に
と
っ
て
は
不
気
味
な
勢
力
で
も
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
彼
ら
は
、
大
運
河
の
援
貼
・
沖
州
に
擦
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
唐
朝
は
、
憲
宗
の
「
中
興
」
に
よ
っ
て
河
南

・
河
北
の
諸
藩
鋲
に
劃
す
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
回
復
す
る
ま
で
は
、
宣
武
軍
の

(
川
)

ほ
と
ん
ど
積
極
的
な
介
入
を
行
な
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

節
帥
縫
承
を
め
ぐ
る
度
重
な
る
軍
凱
に
射
し
、

だ
が
、
元
和
十
三
年
の
准
西
節
度
使
に
績
い
て
、
翌
十
四
年
二
月
に
楢
青
節
度
使
が
卒
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
情
勢
は
大
き
く
蟹
化
し
た
。
貞

元
十
五
年
(
七
九
九
)
に
宣
武
軍
の
節
帥
と
な
っ
て
以
来
二
十
齢
年
間
一
度
も
入
朝
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
韓
弘
が
、
同
年
七
月
に
馬
三
千
・
絹

五
十
蔦
・
錦
紙
三
蔦
を
献
上
口
聞
と
し
「
休
の
牙
校
千
絵
人
」
を
ひ
き
つ
れ
て
入
朝
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
宣
武
軍
節
度
使
に
輿
え
た

衝
撃
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
も
彼
は
「
三
た
び
上
一
章
し
て
竪
く
戎
務
を
僻
し
、
京
師
に
留
ま
り
朝
請
を
奉
ら
ん
こ
と
を
願
」
レ
出

た
と
い
う
。
憲
宗
は
早
速
、
韓
弘
の
代
わ
り
に
張
弘
靖
を
節
帥
と
し
て
休
州
に
涯
遣
し
、
宣
武
軍
は
第
せ
ず
し
て
「
順
地
」
節
度
使
と
な
っ
た



(

m
山

)

か
に
見
え
た
。

新
た
に
節
帥
と
な
っ
た
張
弘
靖
の
統
治
は
、

「
虐
政
」
と
言
わ
れ
た
韓
弘
の
そ
れ
と
は
正
反
射
の
も
の
で
、

(
附
〉

し
、
厚
賞
に
よ
っ
て
軍
士
の
歓
心
を
買
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
韓
弘
が
簡
帥
と
な
っ
て
聞
も
な
い
貞
元
十
六
年
(
八
O-O)
三
月
に
「
軍
中

(
山
川
〉

つ
ま
り
「
騎
兵
」
の
中
該
部
分
を
牙
門
に
て
斬
殺
し
て
以
来
し
ば
ら
く
の
開
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
い
た
沖
州

「
巌
猛
」

「
寛
緩
」
を
旨
と

の
素
よ
り
恋
横
な
る
者
三
百
人
」
、

の
「
騎
兵
」
は
、
こ
の
張
弘
靖
の
統
治
下
で
復
活
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

弘
靖
の
大
盤
振
舞
い
の
結
果
、
李
患
が
後
任
の
節
度
使
と
し
て
沖
州
に
到
着
し
た
時
に
は
、
府
庫
の
財
物
は
す
っ
か
り
使
い
果
た
さ
れ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
彼
が
将
士
に
封
し
て
十
分
な
賞
賛
を
輿
え
ず
、
そ
れ
に
不
満
を
も
っ
兵
士
に
威
刑
で
臨
み
、
更
に
妻
弟
に
あ
た
る
資
環
に
帳

中

兵

(

親

兵

)

を

統

率

さ

せ

彼

ら

を

抑

え

よ

う

と

し

た

の

も

、

だ

が

作

州

の

騎

兵

は

こ

れ

に

反

設

し

、

牙

持

李

臣
則
ら
が
中
心
と
な
っ
て
反
凱
を
起
こ
し
賞
獲
を
斬
殺
、
李
恩
は
鄭
州
へ
と
逃
げ
落
ち
た
。
反
凱
兵
士
は
都
押
牙
の
李
芥
を
留
後
に
推
し
、
朝

ハ
問
)

廷
に
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
上
奏
し
た
(
長
慶
二
年
(
八
一
一
一
一
〉
七
月
)
。

無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

宣
武
軍
凱
の
知
ら
せ
を
受
け
た
朝
廷
の
議
論
は
二
つ
に
分
か
れ
た
。
嘗
時
穆
宗
は
、
幽
州
・
成
徳
軍
雨
簡
度
使
に
射
し
「
河
朔
の
奮
事
」
の

(

附

)

(

問

)

復
活
を
容
認
し
、
更
に
、
前
任
節
帥
を
逐
っ
た
王
智
輿
の
武
寧
軍
(
徐
州
)
節
度
使
就
任
を
許
し
て
い
た
。
こ
れ
を
承
け
て
三
省
官
や
宰
相
の

ほ
と
ん
ど
は
、
李
芥
に
節
鉱
を
輿
え
る
方
向
に
傾
い
て
い
た
。
こ
れ
に
射
し
李
逢
士
ロ
は
、
沖
州
の
占
め
る
位
置
の
重
要
性
を
強
調
し
て
こ
れ
に

-119ー

反
射
し
た
。
雨
者
の
針
立
に
よ
り
朝
議
は
結
論
を
見
ず
、
穆
宗
は
、
作
州
を
除
く
宣
武
軍
節
度
使
の
領
州
(
宋
・

事
・
頴
三
州
)
の
刺
史
に
一意見

を
徴
す
る
こ
と
に
し
た
。
彼
ら
が
一
様
に
別
帥
の
涯
遣
を
要
請
し
た
こ
と
は
、
軍
観
が
沖
州
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

結
局
、
穆
宗
は
李
逢
士
口
の
意
見
を
採
り
、
宣
武
軍
節
度
使
に
は
韓
充
(
韓
弘
の
弟
。
か
つ
て
宣
武
軍
の
親
軍
を
統
率
)
を
起
用
し
、
李
芥
は
中
央
に

徴
し
て
右
金
吾
賂
軍
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
李
芥
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
、
靭
廷
は
そ
の
討
伐
を
決
定
し
、
武
寧
軍
・
忠
武
寧
南
節
度

(
川
間
)

使
を
沖
州
に
進
撃
さ
せ
た
。

349 

一
方
、
作
州
内
部
で
は
、

李
芥
に
射
す
る
朝
廷
の
命
令
を
受
諾
す
る
か
否
か
で
、
李
芥
と
そ
の
腹
心
で
都
知
兵
馬
使
の
李
質
と
の
聞
で
封
立
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が
生
じ
て
い
た
。
討
伐
軍
が
休
州
に
迫
る
な
か
で
李
質
は
李
芥
を
檎
え
て
殺
し
、

ま
た
芥
の
命
令
で
官
軍
と
戦
っ
て
い
た
李
臣
則
ら
も
謀
殺
し

(
問
)

た
。
そ
し
て
牙
兵
に
針
す
る
毎
日
の
酒
食
の
給
興
を
罷
め
、
新
任
の
節
帥
・

韓
充
に
劃
す
る
受
け
入
れ
態
勢
を
整
え
た
。

休
州
に
入
城
し
た
韓
充
に
劃
す
る
将
士
の
評
判
は
、
朝
廷
の
思
惑
通
り
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
覗
事
し
た
こ
と
で
人
心
は
ほ
ぼ
定
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
韓
充
は
「
騎
兵
」
を
根
絶
す
ベ
く
最
後
の
仕
上
げ
を
行
な
う
。

(

川

)

し」、

家
族
と
も
ど
も
宣
武
軍
か
ら
追
放
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
密
か
に
軍
中
の
悪
を
馬
す
者
千
絵
人
を
籍

休
州
の
騎
兵
は
史
乗
か
ら
委
を
消
す
。
そ
し
て
韓
充
の
後
を
承
け
て

(
川
〉

節
帥
と
な
っ
た
令
狐
楚
の
時
代
(
長
慶
四
年
(
八
二
四
)
J
太
和
二
年
(
八
二
八
〉
)
に
は
早
く
も

「善
地
」
と
稽
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
以
後
、

か
く
し
て
宣
武
軍
節
度
使
も
「
順
地
」
と
な
っ
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
み
ら
れ
た
「
騎
兵
」
の
遁
放
は
、
前
節
で
見
た
卒
慶
節
度
使
・
売

海
観
察
使
に
お
け
る
奮
簡
背
節
度
使
牙
軍
将
士
に
劃
す
る
粛
清
と
同
じ
意
味
を
も
っ
と
言
え
よ
う
。
安
史
の
飢
を
契
機
に
成
立
し
た
河
南
諸
藩

鎮
の
反
中
央
的
傾
向
を
断
ち
切
り
、
そ
の
完
全
な
る
「
順
地
」
化
を
達
成
す
る
に
は
、

そ
れ
ら
藩
鋲
の
牙
軍

(中
核
部
隊
〉

を
粛
清
す
る
必
要

-120ー

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

fこ

本
稿
で
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
唐
朝
の
劉
藩
鎖
政
策
を
、
河
南
に
成
立
し
た
諸
藩
銀
を
針
象
と
し
て
考
察
し
て
き

た
。
安
史
の
凱
を
契
機
に
河
南
地
域
に
設
置
さ
れ
た
河
南
・
准
西
・
楢
青
の
三
節
度
使
は
、
麿
下
の
軍
隊
の
淵
源
を
、
八
世
紀
中
頃
の
東
北
港

境
(
幽
州

・
卒
虚
軍
)
に
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
藩
鎖
は
反
組
中
で
こ
そ
唐
朝
の
た
め
に
戦
っ
た
が
、
反
凱
が
終
わ
る
と
、
江
准
地
方
と
開
中

の
聞
に
介
在
し
、
唐
朝
の
生
命
線
と
も
言
う
べ
き
休
河
を
中
心
と
す
る
漕
運
に
脅
威
を
興
え
る
よ
う
に
な
る
。
代
宗
朝
末
期
か
ら
憲
宗
の
「
中

興
」
に
至
る
政
治
史
の
大
き
な
流
れ
の

一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
藩
鎖
を
い
か
に
し
て
唐
朝
が
服
従
さ
せ
る
か
(
河
南
の

「順
地
」
化
)
で
あ
っ
た
。

代
宗
朝
末
期
に
お
け
る
河
南
節
度
使
の
解
鰻
に
績
き
、
准
西

・
楢
車
阿
南
節
度
使
も
、
徳
宗
朝
の
領
州
削
減
を
鰹
て
、
憲
宗
の
針
藩
銀
強
硬
策
の

前
に
敗
れ
去
り
、
解
鰻
を
除
儀
な
く
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
過
程
で
休
州
に
現
わ
れ
た
宣
武
軍
節
度
使
の
「
騎
兵
」
も
、
先
の
三
節
度
使
と
同



じ
く
安
史
の
凱
に
よ
っ
て
東
北
謹
境
か
ら
南
下
し
た
軍
陵
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
が
、
元
和
「
中
興
」
を
承
け
た
穆
宗
朝
に
解
瞳
さ
れ
、
河
南

「
順
地
」
化
の
最
後
を
飾
る
。
こ
う
し
た
「
順
地
」
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
園
式
化
す
れ
ば
、
①
反
凱
節
度
使
の
討
伐
↓
②
討
伐
後
、
中
央
か
ら
節

帥
を
涯
遣
↓
①
藩
鎮
の
分
割
(
解
健
)
↓
④
新
任
節
帥
に
よ
る
奮
蕃
鎮
の
牙
軍
の
粛
清
、
と
な
ろ
う
。
但
し
、
准
西
・
天
卒
軍
雨
節
度
使
に
お
い

て
は
、
第
四
段
階
の
奮
牙
軍
の
粛
清
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
天
卒
軍
で
は
奮
楢
青
節
度
使
の
牙
軍
賂
校
が
昭
義
軍
節
度
使
に
移
動
し
そ
こ
で

温
存
さ
れ
、
准
西
の
奮
牙
軍
は
忠
武
軍
節
度
使
麿
下
で
温
存
さ
れ
た
。
曾
昌
年
聞
の
劉
積
の
反
凱
が
前
者
と
、
責
出
来
の
蹴
後
の
秦
宗
擢

・
孫
儒

(

山

)

の
観
が
後
者
と
そ
れ
ぞ
れ
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
だ
が
と
も
あ
れ
、
九
世
紀
初
め
以
降
責
巣
の
凱
前
夜
に
至
る
ま
で
、
本

稿
で
取
り
上
げ
た
河
南
地
域
に
置
か
れ
た
藩
鎮
は
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
一
躍
の
卒
静
を
保
つ
の
で
あ
る
。

河
南
諸
藩
鎮
の
牙
軍
、
そ
れ
は
言
わ
ば
安
史
の
蹴
の
落
と
し
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
九
世
紀
初
め
の
河
南
「
順
地
」
化
の
完
成
は
、

唐
朝
に
と
っ
て
、
河
南
に
お
け
る
安
史
の
範
の

。終
鷲
。
を
意
味
し
て
い
た
と
き
?
え
よ
う
。
唐
朝
を
崩
壊
に
導
い
た
「
武
人
の
岐
阜
」
は
、
こ

の
時
船
舶
で
河
南
で
は
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

註(
1〉

(

2

)
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全
集
版
『
支
那
近
世
史
』
一
三
ハ
二
J
一一一頁
。

「
唐
末
の
藩
銀
と
中
央
権
力
|
|
徳
宗
・
憲
宗
朝
を
中
心
と
し
て

|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
三
一
一
|
二
、
一
九
七
三
年
)
。

(
3
〉
『
資
治
通
鑑
』
(
以
下
、
一
週
鑑
と
略
稽
〉
巻
一
二
七
天
賓
十
四
載
十

一
月
丙
子
保
。

(

4

)

『
通
鑑
』
巻
一
二
九
至
徳
元
教
十
二
月
係
。

(
5
〉
以
上
の
領
州
は
基
本
的
に
『
新
唐
書
』
方
銀
表
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
但
し
、
滋
西
に
関
し
て
は
、
雨
唐
書

・
『
通
鑑
』
等
に
よ
っ
て
若

干
の
補
訂
を
加
え
た
。

-121ー

(

6

)

『
遁
鑑
』
巻
一
一
一
一
一
一
賓
膝
元
年
十
月
乙
亥
篠
お
よ
び
『
奮
唐
書
』
各

一
二
二
張
献
誠
俸
。

(

7

)

『奮
唐
書
』
巻
一
一
一
一
一
、

『新
唐
書
』
巻
一
一
一
一
一
一
一
張
献
誠
停
。

(

8

)

以
下
の
田
紳
功
に
関
す
る
記
述
は
、
『
奮
唐
書
』
巻

一一一四、

『新

唐
室百
』
径

一
四
四
回
紳
功
停
及
び
「
宋
州
官
吏
八
関
驚
舎
報
徳
記
」

(
『
顔
魯
公
文
集
』
巻

一
四
)
に
よ
る
。

〈

9
)

以
下
の
侯
希
逸
に
関
す
る
記
述
は
、

唐
書
』
巻

一四
四
侯
希
逸
俸
に
よ
る
。

(
印
〉
以
下
の
李
忠
臣
に
関
す
る
記
述
は
、

『
奮
唐
書』

径
一
一
一
四
、

<=;) 

新

『
奮
唐
書
』
径

一
四
五
、

<=;) 

新
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唐
書
』
巻
二
二
四
下
李
忠
臣
俸
に
よ
る
。

(
日
)
た
と
え
ば
「
通
鑑
』
各
一
二
八
至
徳
元
載
八
月
僚
に
、
「
(
賊
将
)
十
字

庭
望
終
蕃
漢
二
寓
徐
人
東
製
写
陵

・
裏
邑
。
」
と
あ
る
。
胡
漢
の
混
成

で
部
隊
を
編
成
し
て
い
た
の
は
唐
朝
軍
と
て
同
様
で
あ
っ
た
(
『
遁
鐙
』

巻
二
二
二
上
元
二
年
二
月
戊
辰
僚
な
ど
)
。

(
ロ
)
『
奮
唐
室
田
』
径
一
四
四
、
『
新
唐
書
』
巻
一
五
六
部
君
牙
停
。

(
日
)
雨
唐
書
の
邪
君
牙
俸
は
侯
希
逸
と
共
に
南
下
し
た
と
す
る
が
、
陽
惑

元
市
開
(
『
替
唐
書
』
巻
一
回
目
、
『
新
唐
書
』
倉
一
五
六
)
に
よ
れ
ば
君

牙
は
李
忠
臣
と
共
に
南
下
し
た
の
で
あ
り
、
彼
が
の
ち
に
田
紳
功
に
随

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
う
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。

(

M

)

雨
唐
書
陽
恵
元
俸
を
参
照
。

(お〉

『、7
過
鑑
』

加
を
二
二
二
上
元
二
年
正
月
丁
未
傑
に
、
「
回
一柳
功
使
特
進

楊
恵
元
等
賂
千
五
百
人
西
撃
王
階
。
」
と
あ
る
。

『遁
鑑
』
は
巻
二
二

六
建
中
二
年
二
月
乙
卯
僚
で
「
〈
楊
)
恵
元
、
卒
州
人
也
」
と
記
し
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
は
雨
唐
書
で
い
う
陽
悪
元
と
同
一
人
物
と
見
て
よ
か

ろ
う
。

(
お
)
『
唐
語
林
』
巻
四
自
新

田
紳
功
自
卒
虚
兵
〈
馬
〉
使
授
櫛
背
節
度
、
警
官
皆
偏
禅
時
部
曲
、

神
功
卒
受
其
拝
。

な
お
、
(
)
司内
の
文
字
は
筆
者
の
剣
断
で
補
っ
た
。
ま
た
右
引
用
文

中
に
は
「
浴
青
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
記
述
は
『
通
鑑
』
巻
一
一
一
一
一
一
賓

膝
元
年
五
月
僚
に
従
っ
て
「
究
科
」
と
改
め
た
。

(
口
)
た
と
え
ば
『
奮
唐
書
』
田
紳
功
俸
に
は
「
至
揚
州
、
大
掠
百
姓
一
商
一
人

資
産
、
郡
内
比
屋
設
掘
略
編
、

一商
胡
波
斯
被
殺
者
数
千
人
。
」
と
あ
る
。

な
お
『
奮
唐
書
』
径
一
一

O
、
『
新
唐
書
』
倉
一
四
一
郵
景
山
俸
に
よ

れ
ば
殺
さ
れ
た
一
商
胡
に
は
大
食
人
も
含
ま
れ
て
い
た
。

(
国
)
『
奮
唐
室
田
』
巻
一
四
五
、
『
新
唐
霊
園
』
巻
二
二
五
中
李
希
烈
停
。

(
川
口
)
『
奮
唐
書
』
巻

一
八
五
下
、
『
新
唐
書
』
巻

一
九
七
李
葱
登
停
。

(
初
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
五
大
暦
十
一
年
十
月
丙
午
係
。

(
乱
)
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
一
六
「
貞
元
元
年
慰
撫
卒
虚
軍
先
陥
在
准
西

勝
士
教
」
。

(
幻
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
一
一
四
、
『
新
唐
書
』
巻
一
一
一
一
一
一
李
正
己
俸
。

(
幻
)

『逼
鑑
』
各
一
二
五
天
資
元
年
正
月
壬
子
保
。

(
処
〉
長
征
健
児
制
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
『
大
唐
六
典
』
巻
五
倫
書
兵
部
、

『
朋
府
元
勉
』
倉
一
二
四
一
帝
王
部
修
武
備
・
開
元
二
十
五
年
五
月
美
未

僚
に
基
づ
い
た
。
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
は
栗
原
金
男
氏
の
専
論
が
あ

る
(
「
長
征
健
児
制
成
立
の
前
提
」
、
『
山
本
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論

叢
』
、
一
九
七
二
年
、
所
牧
〉
。

(
お
)
『
分
門
集
註
杜
工
部
詩
』
巻
一
五
「
後
出
塞
」
五
首
の
う
ち
第
四
首
。

読
み
下
し
は
吉
川
幸
次
郎
氏
に
従
っ
た
(
『
社
甫
詩
注
』
第
三
加
、
筑

陸
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一

0
1
一一

頁)。

(
叩
山
)
曾
毅
公
「
北
京
石
刻
中
所
保
存
的
重
要
史
料
」
(
『
文
物
』
一
九
五
九

-
九
)
及
び
佐
藤
武
敏
「
唐
代
ギ
ル
ド
の
新
資
料
」
(
『
中
園
史
研
究
』

二
、
一
九
六
三
年
〉
参
照
。

(
幻
〉
日
野
開
三
郎
「
粛
・
代
二
朝
の
大
漕
運
と
持
運
使
」
(
『
日
野
開
三
郎

東
洋
史
皐
論
集
』
第
三
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
、
所
牧
)
。

(
お
)

『
崩
府
元
亀
』
巻
六
回
一
帝
王
部
設
貌
令

・
永
泰
元
年
四
月
篠
お
よ
び

『
奮
唐
書
』
巻
一
一
八
王
繕
惇
。

『
逼
鑑
』
巻
二
二
二
上
元
二
年
五
月
僚
。

『
通
鑑
』
巻
二
二
二
賓
態
元
年
五
月
係
。
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『
遁
鑑
』
巻
一
一
二
三
庚
徳
二
年
二
月
僚

上
之
幸
侠
也
、
李
光
弼
寛
遷
延
不
至
、
:
:
:
吐
蕃
退
、
除
光
弼
東
都

留
守
以
察
其
去
就
、
光
弼
辞
以
就
江
准
糧
運
、
引
兵
腸
徐
州
。

な
お
彼
の
率
い
た
兵
数
は
、
『
新
唐
書
』
単
位
一
六
一
二
穆
寧
俸
に
「
光
弼

目
、
五
ロ
帥
衆
数
高
、
震
天
子
討
賊
」
と
あ
る
の
に
援
る
。

(
幻
)
『
通
鑑
』
倉
一
一
二
三
康
徳
二
年
七
月
己
酉
僚
。

(
お
)
註
(
8
〉
参
照
。

(
鈍
〉
『
奮
唐
書
』
各
一
五
二
、
『
新
唐
書
』
倉
一
七

O
劉
昌
俸
。

(
お
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
五
大
暦
九
年
二
月
辛
未
候
お
よ
び
庚
辰
係
。

(
お
)
『
陸
宣
公
集
』
巻
二

O
「
請
不
興
李
高
祭
休
州
節
度
使
朕
」
。

(
初
出
)
『
遁
鏡
』
巻
二
二
五
大
磨
十
一
年
五
月
僚
。

(
お
)
『
通
鐙
』
各
二
二
五
大
暦
十
一
年
八
月
甲
申
燦
。

(
鈎
)
『
通
鐙
』
巻
二
二
五
大
暦
十
一
年
十
月
丁
未
僚
。

(
州
制
〉
『
通
鑑
』
各
二
二
五
大
暦
十
一
年
十
二
月
庚
成
係
。

(

H

U

)

『
新
唐
室
田
』
巻
六
五
方
銀
表
・
滑
衛
・
大
暦
十
一
年
の
欄
。

(
必
〉
『
通
鑑
』
袋
二
二
五
大
磨
十
二
年
十
二
月
庚
子
保
。

(
日
目
)
註
(

m

必
)
参
照
。

(
必
)
『
通
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
李
忠
臣
は
、
永
泰
元
年
(
吐
蕃
入
定
に
よ

る
)
・
大
暦
二
年
・
同
六
年
(
防
秋
丘
C

の
三
度
に
わ
た
る
入
朝
の
他
、

大
暦
十
年
の
田
承
嗣
討
伐
軍
に
も
加
わ
っ
て
い
る
。

ハ
必
〉
前
註
で
言
及
し
た
田
承
嗣
討
伐
戟
で
は
、
李
賢
臣
・
李
正
己
の
請
を

納
れ
、
河
東
・
准
西
・
永
卒
・
休
宋
・
河
陽
・
四
停
泊
の
各
節
度
使
の
他

に
成
徳
・
泌
青
雨
節
度
使
も
官
軍
に
加
え
ら
れ
て
い
る
(
こ
の
他
に
幽

州
節
度
使
も
加
わ
っ
た
〉
。
代
宗
期
の
唐
朝
の
、
河
南
と
河
北
に
劃
す

る
封
懸
の
仕
方
の
遣
い
を
窺
い
得
ょ
う
。

〈担〉

(

必

)

『
奮
唐
書
』
巻
一
五
五
穆
寧
停

時
准
西
節
度
使
李
忠
臣
貧
暴
不
奉
法
、
設
防
成
以
税
一
商
買
、
叉
縦
兵

士
剰
効
、
行
人
殆
紹
。

(
円
引
)
『
遁
鑑
』
巻
二
二
五
大
磨
十
四
年
三
月
丁
未
僚
。

(
必
)
前
註
に
同
じ
。

(
品
切
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
五
大
暦
十
四
年
閏
五
月
戊
子
候
。

(
印
)
『
逼
鑑
』
巻
二
二
六
大
暦
十
四
年
九
月
甲
戊
僚
お
よ
び
『
新
唐
書
』

を
六
五
方
銀
表
・
准
南
西
道
・
大
暦
十
四
年
の
欄
。

(
日
〉
『
逼
鑑
』
巻
二
二
六
建
中
二
年
三
月
僚
お
よ
び
巻
二
二
七
同
年
六
月

美
己
保
。

(
臼
)
註
(
幻
〉
日
野
論
文
参
照
。

(
臼
)
『
遁
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
二
年
七
月
庚
申
僚
。

(
臼
)
『
遁
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
二
年
九
月
壬
戊
係
、
甲
子
保
お
よ
び
『
奮

唐
書
』
各
一
一
五
、
『
新
唐
書
』
巻
一
四
三
李
承
簿
。

(
お
)
註
〈
川
崎
)
参
照
。

(
閃
)
『
逼
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
三
年
七
月
甲
辰
係
。

(
幻
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
三
年
十
一
月
係
。

(
団
〉
『
、
7

週
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
三
年
十
二
月
丁
丑
僚
。

(
回
〉
註
(
幻
〉
日
野
論
文
参
照
。

(
印
〉
『
奮
唐
書
』
巻
一
四
五
、
『
新
唐
書
』
巻
一
一
一
四
劉
玄
佐
俸
。

(
臼
)
『
新
唐
書
』
巻
六
五
方
銀
表
・
河
南
・
輿
元
元
年
の
欄
。

(
臼
)
『
遜
鑑
』
倉
一
二
三
貞
元
元
年
六
月
辛
巳
係
。

(
臼
)
堀
敏
一
「
藩
鎮
親
衛
箪
の
権
力
構
造
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

二
O
、
一
九
六

O
年
〉
九

O
頁
参
照
。

(
臼
)
『
奮
唐
書
』
劉
玄
佐
停

一 123ー
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玄
佐
性
豪
修
、
軽
財
重
義
、
厚
賞
軍
士
、
故
百
姓
盆
因
。
是
以
休
之

卒
、
始
於
李
忠
臣
、
吃
於
玄
佐
、
而
白
金
属
怒
、
多
逐
殺
賂
帥
、
以

利
剰
効
。

(
臼
)
註
(
臼
〉
堀
論
文
八
九
頁
。

(
叫
山
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
二
上
元
二
年
五
月
甲
午
僚
お
よ
び
『
奮
唐
書
』
巻

一
二
四
、
『
新
唐
書
』
各
一
四
八
令
狐
彰
俸
。

(
釘
)
註
(
円
引
)
お
よ
び
『
奮
唐
書
』
巻
一
一
二
一
、
『
新
庸
室
田
』
径
二
二
一
李

勉
俸
。

(
回
〉
『
通
鑑
』
巻
二
二
九
輿
元
元
年
正
月
戊
戊
候
。

(的〉

『逼
鑑
』
巻
二
三
二
貞
元
二
年
三
月
係
。

(
叩
〉
『
遁
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
三
年
二
月
戊
午
係
。

(
九
)

『通
鑑
』
径
二
三
二
貞
元
二
年
七
月
保
。
な
お
、
慶
王
諒
が
節
度
大

使
と
し
て
領
し
た
州
は
申
・
光
・
随
・
奈
の
四
州
だ
っ
た
(
『
唐
舎
要
』

巻
七
八
親
王
逢
領
節
度
使
〉
が
、
『
通
鑑
』
に
よ
れ
ば
翌
貞
元
三
年
間

五
月
に
随
州
は
山
南
東
道
節
度
使
の
領
州
と
な
っ
て
い
る
。

(
花
)
『
替
唐
書
』
巻
一
四
五
、
『
新
唐
書
』
得
一
一
一
四
奥
少
誠
停
。

(
河
)
『
加
府
元
亀
』
巻
七
六
二
総
録
部
忠
義
・
郷
常
候
。
繋
年
は
遁
鑑
に

ト

ιwhv

。

(
叫
)
領
州
は
察
・
申
・
光
の
三
州
で
あ
る
。
註
(
九
)
参
照
。

(
万
)
『
通
鑑
』
巻
二
三
四
貞
元
九
年
十
二
月
乙
卯
篠
お
よ
び
巻
二
三
五
同

十
五
年
八
月
丙
申
係
。

(
町
内
)
『
奮
唐
書
』
各
一
四
五
、
『
新
唐
書
』
各
一
二
四
奥
少
陽
停
。

(
作
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
七
建
中
二
年
十
月
傑
お
よ
び
同
三
年
三
月
乙
未

係
。
『
沓
唐
書
』
巻
一
一
一
徳
宗
本
紀
も
同
様
の
記
事
を
載
せ
る
。
『
奮

唐
書
』
倉
一
一
一
四
、
『
新
唐
書
』
径
一
四
八
李
消
停
お
よ
び
各
六
五
方

銀
表
は
「
徐
海
済
密
園
練
観
察
使
」
と
す
る
が
、
今
は
従
わ
な
い
。

(
沌
)
『
醤
唐
書
』
巻
一
一
一
徳
宗
本
紀
建
中
三
年
九
月
丁
亥
僚
お
よ
び
輿
元

元
年
五
月
美
酉
係
。

(
河
)
『
遁
鑑
』
巻
一
一
一
一
一
一
一
一
貞
元
四
年
十
一
月
像
。

(
初
)
『
奮
唐
室
百
』
巻
一
四

O
、

『
新
唐
書
』
径

一
五
八
張
建
封
停
。
張
建

封
の
死
後
、
節
帥
縫
承
問
題
を
め
ぐ
っ
て
徐
州
の
「
飢
丘
ハ
」
が
表
面
化

す
る
。
本
稿
で
は
徐
州
の

。
騎
卒
ク

の
問
題
に
全
く
燭
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
が
、
先
行
研
究
と
し
て
こ
れ
に
言
及
し
た
も
の
に
谷
川
道

雄
「
廃
動
の
鋭
に
つ
い
て
」
(
『
名
古
屋
大
皐
文
且
宇
部
研
究
論
集
』
一

一
、
一
九
五
五
年
)
が
あ
る
。

(
凱
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
四
五
、
『
新
唐
書
』
巻
一
二
四
呉
元
済
停
。

(
位
)
『
通
鑑
』
巻
二
四

O
元
和
十
二
年
十
月
甲
氏
候
。

(
回
)
『
奮
庸
書
』
巻
一
七

O
、
『
新
唐
書
』
巻
一
七
三
裳
度
惇
お
よ
び

『
通
鑑
』
巻
二
四

O
元
和
十
二
年
十
月
甲
申
係
。
な
お
、
憲
宗
は
准
西

卒
定
の
直
前
に
、
監
軍
梁
守
謙
に
剣
を
授
け
「
牽
く
元
済
の
奮
絡
を

謙
」
す
る
よ
う
命
じ
た
が
、
裳
度
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
罪
状
を
量
っ
て

刑
を
加
え
て
い
る
。

(
剖
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
五
七
、
『
新
唐
書
』
径
一
六
一
一
一
馬
擦
停
。

(
お
)
『
逼
鑑
』
巻
二
四

O
元
和
十
三
年
五
月
丙
申
僚
。

(
臥
山
)
『
焚
川
文
集
』
巻
八
「
唐
故
岐
陽
公
主
事
誌
銘
」
。

(
的
町
)
太
和
元
年
に
卒
し
た
忠
武
軍
節
度
使
王
浦
の
後
任
に
高
璃
が
選
ば
れ

た
理
由
と
し
て
、
彼
が
か
つ
て
陳
・
察
二
州
の
刺
史
を
経
験
し
て
い
て

民
が
そ
の
良
政
を
懐
っ
て
い
た
こ
と
の
他
に
、
彼
が
「
忠
武
の
軍
情
」

を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
(
『
奮
唐
書
』
巻

二
ハ
二

本
俸
)
。
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355 

(
回
)
『
通
鑑
』
巻
二
四
七
舎
昌
三
年
十
二
月
丁
巳
僚
に
、
「
忠
義
軍
素
挽

精
勇
、
王
宰
治
軍
鍛
整
、
昭
義
人
甚
俸
之
。
」
と
あ
る
。

(
回
)
『
通
鑑
』
巻
二
四
一
元
和
十
四
年
二
月
己
己
保
お
よ
び
同
年
三
月
戊

子
保
。

(
卯
)
『
醤
唐
書
』
各
一
五
憲
宗
本
紀
元
和
十
五
年
正
月
丙
申
燦
お
よ
び
各

一
六
穆
宗
本
紀
同
年
十
月
乙
酉
候
。

(
川
出
)
堀
敏
一
氏
は
、

『焚
川
文
集
』
巻

一
一
「
上
李
司
徒
相
公
論
用
兵

書
」
に
「
劉
悟
卒
、
従
諌
求
縫
、
輿
扶
向
者
只
都
州
随
来
中
軍
二
千

耳
。
」
と
あ
る
の
を
引
用
し

て
、
劉
倍
は
「
卒
虚
以
来
の
二
千
人
の
手

兵
を
ひ
き
い
て
、

部
州
よ
り
滑
州
へ
、
滑
州
よ
り
瀦
州
へ
と
う
つ

っ

た
」
と
す
る
(
註
(
臼
)
論
文
一
一
一
一
J
一
一
一
頁
)
。
だ
が
、
劉
悟
は
滑
州

か
ら
一
日
-
入
朝
し
た
後
で
瀦
州
に
移
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
、
今
は
こ

れ
に
従
わ
な
い
。

(
但
〉
『
李
術
公
曾
昌
一
品
集
』
径
三
。
緊
年
に
つ
い
て
は
、
待
攻
涼
『
李

徳
裕
年
譜
』
(
融
問
魯
書
位
、

一
九
八
四
年
〉
に
従
っ
た
。

(回〉

『
李
術
公
舎
日
日
一
品
集
』
径

二
ハ
。

(
倒
〉
『
奮
唐
室
田
』
巻

二
二
三
李
恕
俸
に
、
「
猶
青
卒
、
終
有
事
燕

・
越。」

と
あ
る
。

(
%
)
『
遁
鑑
』
巻
二
四
二
長
慶
元
年
十
一
月
辛
酉
篠
お
よ
び
そ
の
僚
の
通

鑑
考
異
。

(
M
m
)

『
通
鑑
』
巻
二
二
二
賓
膝
元
年
建
卯
月
乙
丑
僚
胡
三
省
注
に

「突

勝
、
以
領
時
腕
勇
馳
突
之
士
。
」
と
あ
る
。

(

m

別
〉
『
靖
国
唐
書
』
各

一
二
四
醇
卒
俸
。

(
m
m
)

『
奮
唐
書
』
各
一
六
二
、
『
新
唐
書
』
巻
一
一
六
王
途
博
。
な
お

『
遁
鑑
』
各
二
四
一
元
和
十
四
年
七
月
辛
卯
僚
は
、
王
弁
を

「役
卒
」

と
す
る
。

(
的
)
『
通
鑑
』
各
二
四

一
元
和
十
四
年
九
月
戊
寅
係
。

(
川
川
)
前
註
お
よ
び
『
沓
唐
書
』
巻
二
ハ
二
、
『
新
唐
書
』
各
一
七
一
一
曲
目
牽

俸。

(
川
)

『
遁
鑑
』
各
二
三
五
貞
元
十
六
年
三
月
傑
お
よ
び
そ
の
僚
の
胡
三
省

注
。
唐
朝
が
中
央
か
ら
源
遺
し
た
節
帥
は
董
E

日
と
陵
長
源
の
み
で
あ

る
。
葦
孟
日
は

「事
、
因
循
に
務
め
る
」
こ
と
で
、
峻
法
を
以
て
騎
兵
に

臨
む
行
軍
司
馬
陸
長
源
に
射
す
る
箪
の
不
満
を
抑
え
た
。
奮
の
死
後
節

帥
と
な
っ
た
長
源
は
就
任
直
後
、
軍
飢
に
よ
り
殺
さ
れ
て
い
る
(
『
奮

唐
書
』
倉

一
四
五
、

『
新
唐
書
』
巻
一

五
一

堂
墨
田
停
、
陸
長
源
惇
)
。

(
m
M
〉
『
醤
唐
書
』
巻

一
五
六
、

『
新
唐
書
』
巻

一
五
八
韓
弘
俸
。

(
附
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
一
一
九
、
『
新
唐
書
』
巻
一
二
七
張
弘
靖
俸
。

(
山
川
)
註
(
印
)
参
照
。

(
陥
)
『
頼
回
唐
書
』
径
一

一二一
二
、
『
新
唐
書
』
巻

一
五
四
李
百
也
市
博
お
よ
び

『
通
鑑
』
袋
二
四
二
長
慶
二
年
七
月
壬
辰
係
。

(
山
川
)
『
通
鑑
』
巻
二
四
二
長
慶
元
年
十
二
月
乙
酉
僚
お
よ
び
同
二
年
二
月

甲
子
僚
。

(
附
〉
『
、
通
鑑
』
巻
二
四
二
長
慶
二
年
三
月
己
未
係
。

(
川
川
〉
『
逼
鑑
』
巻
二
四
二
長
慶
二
年
七
月
乙
巳
傑
お
よ
び
丙
午
係
。

(
附
〉
『
奮
唐
書
』
各

一
五
六
、
『
新
唐
書
』
巻

一五
八
韓
充
停
お

よ
び

『
遁
鑑
』
巻
二
四
二
長
慶
二
年
八
月
丙
子
保
。

(
川
)
『
通
鑑
』
巻
二
四
二
長
慶
二
年
八
月
笑
未
係
。

〈
川
)
『
奮
唐
番
』
各
一
七
二、

『
新
唐
書
』
巻

一
六
六
令
狐
楚
俸
。

(
川
)
『
奮
唐
書
』
各
二

O
O下
、
『
新
唐
書
』
悠
二
二
五
下
秦
宗
権
俸
お

よ
び

『
新
唐
書
』
巻

一
八
八
孫
僑
俸
。
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concerns whether the fragment is in factfrom the Department of Water-

ways.

　

The second concerns whether the document actually dates from

Kaiyuan 25｡

　　

This author, afterａ detailed examination of the data behind these

new ideas, has come to the conclusion that the new theories do not stand

up, and that the original popular view is correct. However, the basis

for the popular view needs to be revised in part. In addition,based on

an examination of the original tｅχt，this author described the characteri-

sties of the style of writing of ｏ伍ciallytranscribed copies of ordinances

of the Department of Waterways, and clarifiedthat the items in the tｅχt

were of two differentprescribed forms. Furthermore, this author stated

an opinion regarding the reason for the irregularity in the arrangement

of these items. At the same time, he has sorted through and reconciled

the

　

previous

　

theories

　

about

　

the

　

corresponding

　

relation

　

between

　

the

headings of the Tang ordinances and the ｏ伍ces　ofthe central govern･

ment.

　

This essay was written with the aim of ｒｅｅχaminingthe various

questions of form and style of the ぺA'^aterwaysordinances　before going

on to research on their contents.

CONCERNING THE TANG POLICY TOWARDS DEFENSE

　　　

COMMANDS (FAN-･ＺＨＥＮ藩錫)―theProcessof

　　　　　　　　　　

Subjugationin Henan

Tsuji Masahiro

　　

In this essay, I have examined how the Tang dynasty coped with

the various defense commands in Henan circuit,i.e. those of Henan （河

南), Huaixi (淮西), Ziqing (溜青), and Xuanwujun (宣武軍), from the

last half of the eighth century to the beginning of the ninth. The com-

manders and troops of these defense posts maintained ａ stronghold in the

Northeast border area（Ｙｏｕzhou 幽州and Pinglujun 平盧軍）in the mid-

eighth century, and they fought as part of the Tang army during the

An Lushan rebellion. However, afterwards, the commanders continued to
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lead powerful forces in the area between Jiangnan （江南) and Guanzhong

　

（開中) and they became ａ threat to the Tang government｡

　　　

From the end of the reign of Dai-zong to the “restoration period”

of χian-20ng, one of the major currents of politicalhistory was how the

Tang

　

court forced these Military Commissioners to submit to central

control. The process can perhaps be described as follows: i）A Military

Commissioner who fomented rebellion was subjugated, ii) New Military

Commissioners were dispatched from the central government; and iii)

The old defense command was partitioned into several new ones, iv)

Any remaining forces of the old Military Commissioner were destroyed

by the new Military Commissioners｡

　　　

By the beginning of the ninth century, the subjugation of the various

defense

　

commands

　

of

　

Henan

　

was

　

complete.

　　

The

　

circumstances

　

of

“Rampant Ｄｅ丘anceof Military Ｍｅｎ”that Naito Konan　pointed to as

bringing about the　collapse　of　the　Tang　dynasty　had　disappeared　in

Henan. I would suggest that this was one of the reasons why the Tang

dynasty was able to survive for another 150 years after the An Lushan

rebellion.

THE “THREE CARDINAL POLICIES”AND THE

　　　　　　　　　

WHAMPOA ACADEMY

Hazama Naoki

　　　

“The Three Cardinal Policies”is the name given to the three poli･

cies of“Alliance with Soviet Russia,”“Co-operationwith the Communist

Party,”ａｎｄ“Assistanceto the Workers and Peasants,”that were linked

to an interpretationof Sun Yat-sen's New Three Principles of the People.

This was the new slogan that the　Communist Party members　in the

Whampoa

　

Academy thought up　in　the　summer　of　1926　against　the

background of promoting the Nationalist Revolution. Indeed, thisacademy

itself゛ａsthe place where the contradictions between
the Kuomintang

and the Communist Party under the United Front
were the most severe,

and in order to counteract　Chiang Kai-shek's　anti-Communist　policies。
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